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食品に関するリスクコミュニケーション 

「輸入食品の安全性確保に関する意見交換会」 

（東京会場） 

 

                            日時      令和８年１月28日（水） 

                                      13：30～16：20 

                            場所      AP東京八重洲会議室P+Q+R 

 

 

○司会（森） お待たせいたしました。ただいまから、「食品に関するリスクコミュニケ

ーション「輸入食品の安全性確保に関する意見交換会」」を開催いたします。 

本日、司会を務めます、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課の森です。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、はじめに、本意見交換会の開催の趣旨について説明させていただきます。本

日の意見交換会は、輸入食品の安全性確保のための取組への理解を深めていただくことを

目的としており、行政、事業者による講演や会場の皆様を交えた意見交換を通じて、認識

を共有し、疑問を解消していただければと思っております。 

 輸入食品の安全性確保については、厚生労働省において、食品衛生法第23条の規定に基

づき、毎年度、食品等の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画を定め、重点

的、効率的かつ効果的な監視指導に取り組んでおります。この機会に、令和８年度の輸入

食品監視指導計画を定めるにあたりまして、皆様からの御意見を頂戴したいと考えており

ます。 

 お配りしてある資料は、次第の裏面に記載してあるとおりです。足りない資料がありま

したら近くの係の者にお伝えください。 

 本日は、はじめに行政の立場から、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課輸入食

品安全対策室の福島より、「輸入食品の安全性確保について(令和８年度輸入食品監視指

導計画(案))」について約20分、同室の一ノ瀬より、「輸入食品の安全性確保の取り組み(

輸出国での衛生確保対策について)」約30分、説明いたします。その後、事業者代表とし

て、ハウス食品グループ本社株式会社の山本竜太様より、「輸入食品の安全・安心にかか

る事業者の取り組みについて」約30分、御講演いただきます。その後、10分間の休憩を挟

みまして、意見交換を行います。消費生活アドバイザーの蒲生恵美様をファシリテーター

としてお迎えし、会場の皆様とともに輸入食品の安全性確保について意見交換を行います

ので、御質問がある方は、御所属とお名前をおっしゃった上で御発言をお願いします。 

 なお、出席者の皆様から事前に頂きました御意見、御質問につきましては、御質問の多

かった事項を中心に、それぞれのプレゼンテーションや意見交換の中で触れさせていただ

く予定ですが、時間の都合上、全ての御質問にお答えすることが難しい場合がありますの
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で、あらかじめ御了承ください。 

 本日、御参加いただけなかった方を含め、広く情報提供させていただくことを目的に、

今回の講義資料と意見交換の様子は、議事録として厚生労働省のウェブサイトにて後日公

表予定です。後半の意見交換の議事録に、御所属・お名前を掲載させていただくことに不

都合がある方は、御発言の前にその旨をおっしゃってください。 

 閉会は16時20分を予定しております。円滑な進行に御協力いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、はじめに「輸入食品の安全性確保について（令和８年度輸入食品監視指導計

画(案)）」を、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課輸入食品安全対策室の福島和

子より説明いたします。皆様、資料１を御準備ください。 

 

○厚労省（福島） 皆様、こんにちは。厚生労働省輸入食品安全対策室の福島と申します。

皆様におかれましては、本日の輸入食品の安全性確保に関する意見交換会に御参加くださ

いまして、大変ありがとうございます。また、厚生労働省の食品安全行政に日頃から御理

解と御協力を賜りまして、大変ありがとうございます。本日は、輸入食品の安全性確保に

ついて皆様と様々な情報を共有して、意見交換させていただきたいと思っておりますが、

最初に、私のほうから、厚生労働省の輸入食品の安全性確保に関する取組について、簡単

に紹介させていただきます。 

 最初のこのイラストは、輸入食品が消費者の皆様の食卓に届くまでを示したものです。

皆様、輸入食品の安全性確保と言うと、水際での対策を最初に思い浮かべるかもしれませ

んが、輸入食品の安全性対策というのは、既に輸出国の段階で始まっております。まず輸

出国で日本の食品衛生法に合致するものをしっかり管理していただいて、それが我々の所

に届くと、全国の空港、港等の私どもの検疫所できちんと審査を行いまして、安全性が確

認されたものについて国内に入ってくるのですが、国内に入った後も、都道府県等の担当

者の皆様によって監視指導が行われているという仕組みになります。 

 次のスライドをお願いします。私どもが輸入食品の監視指導を行うに当たりましては、

毎年度、輸入食品の監視指導計画を策定しております。年度中に次年度の監視指導計画を

策定します。この策定に当たっては、事前に国民の皆様の御意見を広くお聞きすることに

なっておりまして、今現在、先ほどの司会の森が申し上げたように、令和８年度(次年度)

の監視指導計画(案)のパブリックコメントを行っているところです。今日の意見交換会は、

監視指導計画(案)について皆様の御意見をお聞きする場の一環になっておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 次のスライドをお願いします。最初に、輸入食品の現在の状況について簡単に御紹介い

たします。左のグラフは、皆様お馴染みの日本の自給率について示した図になります。一

番馴染みがあるのはカロリーベースの自給率だと思います。下の青い折れ線になります。

カロリーベースでの日本の自給率は大体４割弱となっておりまして、38％というのが今現
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在続いている状況です。裏を返せば、約６割は輸入食品に頼っていることになりますので、

輸入食品の安全性確保は国内食品の安全性確保と同じぐらい重要だという根拠になってい

るかと思います。 

 右側のグラフは、輸入食品の届出件数と重量を折れ線で示したものです。輸入食品につ

いては、輸入者の方が輸入をする都度、私どもの検疫所に輸入届出を出していただくこと

になっておりますので、輸入届出を出された件数が赤の折れ線になります。こちらは昭和

50年からのグラフになっています。ずっと右肩上がりで伸びてきていたのですが、令和元

年に250万件でピークに達して、その後、コロナの影響もありまして、届出件数が落ち込

んでいて、まだ完全に元には戻っていない状況です。令和６年には247万件まで戻ってき

て、令和７年度の中間報告を12月に出したのですが、それを見ますと、前年よりも増えて

いますので、ほぼコロナ前の状況に戻ってきたと言えるのではないかと思います。一方、

青線のほうは、輸入重量で見たものです。こちらについては、近年はずっと3,200万トン

前後で推移していて、特に大きな変化はない状況になっています。 

 次のスライドをお願いします。こちらのグラフが、輸入時に実施している検査の種類ご

との件数と、それに違反した件数の推移を見たものです。それぞれの検査の種類について

は後ほど御説明いたします。こちらのグラフは平成20年からになっています。平成20年当

時は、輸入食品で食品衛生法違反になるケースも多く、検査命令を実施する件数も多かっ

たことから、違反件数も多かったのですが、年々違反件数も減ってきて、近年は同じぐら

いのレベルで推移しております。ただ、１つ前のスライドで見ていただいたように、輸入

届出の件数自体は平成20年当時よりも随分多くなっておりますので、相対的に違反になる

ものの割合は下がってきているということが言えるかと思います。 

 次のスライドをお願いします。次に、輸入食品の安全対策について具体的に御説明いた

します。こちらが、先ほど冒頭のイラストでお示しした輸入食品の安全性の監視指導は３

段階でやっているということを、もう少し詳しく文字で御説明したものになります。輸出

国段階、輸入時、国内の３段階で対策を行っているという説明になります。こちらについ

ては、この後、御説明する内容を後から見返すときに振り返っていただければと思います。

まずに、輸出国対策について御説明いたします。 

 次のスライドをお願いします。輸出国対策というのが非常に重要になってくるのですが、

これはなぜかと言いますと、やはり各国によって食品に対する規制が違いますので、日本

に輸出する食品については、日本の食品衛生法にきちんと合致したものを輸出していただ

く必要があります。それによって、日本国内に届いたときに違反になって、シップバック

されたりといった食品の無駄もなくなりますし、皆さんの貴重なリソースを無駄にしなく

て済むことになりますので、輸出国の段階で対策を取っていただくことは非常に重要にな

ります。 

 そのために私どもが具体的に何を行っているかということですが、まずは日本の規制に

ついて海外の皆さんに知っていただくことが大事になります。例えば、日本の食品衛生法
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で新しい基準ができますよとか、仕組みが変わりますよといった時には、SPS通報といっ

て、諸外国政府にきちんと事前に通報して、こういう内容に変わりますよということをお

知らせして、意見があればそれを反映したりします。それから、在京の東京近辺にいる諸

外国の大使館の担当者の方に対して説明会を実施して説明したり、検疫所においても、輸

入者の皆さんに集まっていただいて説明会を行ったり、日本の規制について英訳したもの

を周知したり、そういった努力を行っております。 

 また、具体的に輸出国から輸出される食品について何か問題が継続して起こっていると

か、大きな問題が起きたときには、大使館の担当者の方を通じて、輸出国政府といろいろ

な協議を行って改善を図ったり、必要な場合には、私ども職員が現地に飛びまして、現地

で協議を行ったり、現場を見ていろいろな改善策を一緒に考える、図っていただくという

ことも行っております。 

 ３番目に輸出国への技術協力というのがあります。例えば、輸出国によっては食品衛生

に関する行政のシステムがまだきちんと確立されていなかったり、そういった仕組みはあ

っても、検査技術がそこまでまだ高くないといった所には、JICAのプロジェクト等を通じ

て、そういった輸出国への技術協力も行って、輸出国での食品の安全性を高めていただこ

うという努力をずっと行ってきています。 

 次のスライドをお願いします。こちらが、令和６年度に私どもが実施した輸出国との協

議について挙げたものです。アイルランドと米国について挙げていますが、こちらのBSE

発生国につきましては、日本に牛肉を輸出するに際して、対日輸出プログラムというもの

を結んでいるのですが、その結んだプログラムにきちんと則って管理が行われているかと

いうことを、私どもが定期的に現地に赴いて確認しています。韓国のヒラメの養殖施設、

ベトナムのえびや水産製品の施設に現地調査へ行って、例えば動物用医薬品の管理がきち

んと行われているかとか、そういったことを確認する調査を令和６年度には実施しており

ます。 

 次のスライドをお願いします。こちらは現地調査等を行ったときの写真を幾つか載せて

います。下の左側が令和７年にメキシコの調査に行ったとき、右側がノルウェーにサーモ

ン等の現地調査に行ったときの写真になります。こちらの内容については、この後、当室

の一ノ瀬から詳しく御紹介いたします。 

 次のスライドをお願いします。今度は輸入時の対策です。先ほど申し上げたように、輸

入食品が輸入されるときには、私どもの検疫所に輸入届出を出していただくことになるの

ですが、全国32か所に食品の輸入届出を提出できる検疫所を設置しております。そのうち、

６つの検疫所については、簡易な検査ができるようになっておりますが、高度で複雑な検

査については、横浜と神戸に設置している輸入食品・検疫検査センターで検査を実施して

います。そのほか、13の検疫所におきましては、輸入食品の相談室を設けておりまして、

輸入前に、この食品は日本の食品衛生法にきちんと合っていますか、輸入できますかとい

うことを御相談いただけるような体制にもなっております。これら検疫所に400名以上の
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食品衛生監視員が配属されておりまして、日々、輸入食品の監視指導を行っております。 

 次のスライドをお願いします。こちらが輸入時に実施していただいている検査の種類で

す。１つが指導検査等ということで、例えば、初めての食品を日本に輸入される場合や、

既に輸入されているものについても、定期的に検査をして提出していただくという検査を

行っております。そのほか、モニタリング検査と言いまして、幅広いカテゴリーの食品に

ついて、食品衛生法違反の蓋然性が高くないかどうかを見るために、私どもがランダムに

サンプリングをして検査をするというものがあります。こちらのモニタリング検査につい

ては、検査結果が出る前に通関をして、輸入食品を国内に入れることができるようになっ

ておりまして、費用についても国が負担する検査になります。そして、検査命令というこ

とで、これまでの状況等を見て違反になる可能性が高いものについては、検査命令の対象

にして、輸入者の方はこの検査結果が出るまでは輸入ができないというものになります。

費用についても輸入者の方に負担をしていただくものになります。 

 次のスライドをお願いします。こちらはリスクの大小を図で示したものです。リスクが

低いもの、違反の可能性が低いものから、だんだん高いほう、上のほうになっていくので

すが、指導検査から始まって、モニタリング検査、そこで違反等が出たものについては、

モニタリングの検査の頻度を上げる等の対応をして、さらにリスクが高いものについては

検査命令といった形になります。それでもずっと違反が続いていて、これは抜本的な対策

が必要といった場合には、特定の地域、国から輸出される特定の食品について一律的に包

括的に輸入禁止にするといった措置も、食品衛生法上は実施できるようになっております。 

 次のスライドをお願いします。こちらが令和６年度の輸入食品の指導結果になります。

モニタリング検査は、計画は10万件でしたが、実際には101,000件ぐらい実施しておりま

して、実施率約101％を達成しております。 

 次のスライドをお願いします。このページは、検査命令の対象品目を抜粋して示したも

のです。こちらは令和７年４月１日時点のものです。輸出国の別にかかわらず、全ての輸

出国に対して検査命令の対象となっているものが、フグの魚種鑑別やキャッサバのシアン

化合物です。そのほか、ここには、たまたま現在検査命令の対象の品目が多い国から挙げ

ておりますが、これが全部ではなく、状況によって検査命令の対象品目、国等は入れ替わ

っておりますので、最新のものについては厚生労働省のホームページを御参照いただきた

いと思います。 

 次のスライドをお願いします。こちらは、令和６年度の食品衛生法違反の主な内容にな

ります。一番左側の数字が食品衛生法の条文の番号になっており、一番多いのは下から３

番目の13条違反です。例えば残留農薬の基準値の違反などがこれに該当しますが、13条違

反が全体の７割近くということになっております。その次に多いのが、一番上の食品衛生

法第６条違反で、有害物質等が付着したもの、含まれているものということです。代表的

なものは、カビ毒やアフラトキシンの違反で、６条違反が大体３割弱という状況になって

おります。 
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 次のスライドをお願いします。ここから２枚は、モニタリング検査の実施状況になりま

す。こちらも後で見ていただければと思いますが、違反件数として多かったのは、１枚目

で言いますと、水産食品の成分規格、微生物等の違反、２枚目で言いますと、農産食品の

残留農薬、こういったものが違反件数としては多かったという結果になっております。 

 次のスライドをお願いします。こういった違反が非常に度重なるような輸入者について

は、私どものほうから改善報告書を出してくださいと指導しておりまして、何度指導して

も改善が見られない場合には、輸入者の営業を禁止するという処分も取れるようになって

おりますので、輸入者の方はそういったことにならないように十分御注意いただければと

思います。 

 次のスライドをお願いします。先ほど私は検疫所に輸入食品の相談室があると申し上げ

たのですが、こちらが令和６年度のデータです。令和６年度にどれぐらい輸入食品の相談

があったかということと、輸入食品を相談いただいた時点で食品衛生法違反に該当するも

のは、こちらのグラフで見ますと2.2％あったのですが、実際に輸入されたものの違反率

は0.03％でしたので、こういった輸入相談をしていただくことによって、未然に食品衛生

法に違反するものが日本に輸入されるのを防ぐことができたと、そういったことを如実に

示しているグラフになるかと思います。輸入相談は大変有効だと思いますので、皆様、こ

ちらについても積極的に御活用いただければと考えております。 

 次のスライドをお願いします。３番目の段階として、国内対策があります。都道府県等

においても、監視指導計画を毎年度立てていただいていますが、こちらの中でも、輸入食

品の国内流通するものの監視指導を行っていただいておりまして、仮に流通した後に国内

で食品衛生法に違反する輸入食品が見つかった場合には、厚生労働省に御連絡を頂いて連

携して対応を取るということを行っています。 

次のスライドをお願いします。国内で輸入食品に違反するものが見つかった場合には、

輸入者の方に自主回収等の措置を取っていただくのですが、そういった情報は、今、食品

衛生法の平成30年の改正によって、全部、都道府県等に報告をしていただくことになって

おります。その報告状況については、厚生労働省のホームページでどなたでも御覧いただ

けるようになっていますので、こういったものも御活用いただければと思っております。 

 次のスライドをお願いします。そのほか、海外でも、それぞれの国で、今こういった食

品が回収されているとか、そういった情報が公表されています。私ども厚生労働省の職員

がそういった情報を日々パトロールしていまして、そういったものが日本に入ってきてい

ないか、そういったものの輸入実績があれば、輸入者の方に連絡を取って、問題となるも

のが日本に入ってきていないか、入ってきている場合には、回収等の措置をお願いします

という対応も行っています。 

 次のスライドをお願いします。こちらが実際にそういった対応を行ったものの事例です。

この中で多いもので、アレルギー表示の話があります。輸入食品については、輸入時では

別に表示の基準はないのですが、重要なアレルギー物質が表示から漏れていることがあれ
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ば、国内で表示するときにも影響があるかもしれませんので、そういった情報を私たちが

キャッチしたときには、国内の食品の表示を担当する消費者庁の皆様とも共有して、対応

を取っていただくということも行っております。 

 次のスライドをお願いします。こちらが、私どもが具体的に海外情報に基づいて対応を

行ったものの事例です。令和６年度は主なものとして２件あります。オーストラリア産の

ワニ肉で金属異物が混入していたというもので、回収等の措置を行っていただいたものと、

これは結構件数としてはよくあるのですが、ナチュラルチーズについて、リステリア・モ

ノサイトゲネスという食中毒菌が検出されたということで、海外で、この場合はフランス

ですが、回収が行われているということで、日本でも同様の措置を取っていただいたとい

うものがありました。 

 次のスライドをお願いします。最後に、来年度の令和８年度輸入食品監視指導計画(案)

について御紹介いたします。主な方針については、今年度のものと大きな変更はありませ

ん。今日、資料４-１と資料４-２としてお付けしておりますので、後でじっくり目を通し

ていただければと思います。 

 次のスライドをお願いします。今回、大きな変更はなくて、モニタリング検査の実施件

数についても、令和７年度と同じレベルの約10万件を計画しております。検査命令の実施

については、令和７年度の計画を作る際に、これまで輸出国全体を対象としていたのです

が、例えばブラジルナッツのアフラトキシンについては、どこの国から来ても検査命令の

対象にしていたのですが、令和７年度からは、それぞれの国がいろいろな対策を取ってい

らっしゃるので、そのリスクに応じて、全輸出国にするのではなく、国と作物の組合せと

いう方向に変えていきましょうということで、舵を切っておりまして、令和８年度もその

方針を踏襲しようということで考えております。 

 スライド35です。こちらがモニタリング検査の計画数約10万件の内訳になります。これ

をパッと見ますと、余り大きな違いはないかと思われるかもしれませんが、細かい中身が

※の所に書いてあります。こういった項目については、これまでの届出件数や検査の結果

などを踏まえて、いろいろ検査の内訳を調整して令和８年度は実施していきたいと考えて

おります。 

 最後のスライドです。今日、私が御説明した内容につきましては、全て私ども厚生労働

省のホームページにも随時掲載しております。こういったものも皆さんに御活用いただい

て、是非、輸入食品の安全性に対する私どもの取組について理解を深めていただいて、ま

た、御意見がありましたら、いつでも私どものほうにお寄せいただければ大変有り難いと

考えております。 

 駆け足になってしまいましたが、私からは以上です。御清聴、どうもありがとうござい

ました。 

 

○司会（森） ありがとうございました。 
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続きまして、「輸入食品の安全性確保の取り組み(輸出国での衛生確保対策について)」、

厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課輸入食品安全対策室の一ノ瀬史成より説明い

たします。皆様、資料２を御覧ください。 

 

○厚労省（一ノ瀬） 皆様、こんにちは。輸入食品安全対策室の一ノ瀬と申します。私か

らは、私どもが日頃行っております輸入食品の安全性確保の取組のうち、特に輸入食品に

対する衛生確保のための取組について御説明いたします。消費者の皆さん、輸入食品と言

われると、外国で作られた食品で本当に大丈夫なのと感じる方も多いと思います。自分た

ちの見えない所で、関わりの少ない所で作られたものに不安を感じるというのは、ごく当

たり前のことだと思います。今日は、私たちの輸出国に対する安全に向けた働きかけを理

解いただき、少しでも安心して帰っていただけるよう、お話したいと思います。 

 次のスライドをお願いします。先ほどの福島からの説明で、これと同じスライドで、輸

入食品に対しては、輸出国対策、輸入時の対策、あとは国内での対策、この３段階で安全

確保を行っていますという御説明をしたところです。この３段階の対策を取ることによっ

て私たちが狙っていることはとてもシンプルで、日本の法律に合わない食品を日本に入っ

てこないようにする、そういった食品が皆さんの口に入らないようにするということが目

的です。すなわち、食品衛生法違反になってしまうような輸入食品を、いかになくすか、

これを目的に私たちは日々業務を行っているところです。 

 この３つの対策はどれも大切ですが、輸入時や国内での対策は国内での検査が中心とな

りますが、検査には限界があります。例えば、検査をすることによって、その食品は食べ

ることができなくなるわけですから、全部検査することはできません。しかし、違反にな

らない安全な食品が輸出国から生産されて日本に向けて輸出されれば、はるばる日本に持

ってきたのに違反になって、捨てる、または輸出国に対して積み戻す、そういったことを

することもなく、検査をしなくても安心して食卓に並べられるわけですから、これら３つ

の対策のうち、輸出国への対策は、特に大切で効果のある施策と私どもは考えております。 

 次のスライドをお願いします。日本に来てからではなく、来る前に問題をなくしておく、

そのための取組が輸出国対策です。今日は、この輸出国対策について、その中でも、特に

私ども厚生労働省職員が輸出国に赴いて行う現地調査の話を中心に御説明いたします。 

 次のスライドをお願いします。私どもが行う輸出国対策については、先ほどのスライド

でも書いておりましたが、幾つか柱があります。日本の食品のルールをきちんと伝えて理

解してもらう、我が国の食品衛生規制の周知を図るということです。次に、現地に行って

実際に自分たちの目で施設を見る現地調査です。次のスライドで詳しく御説明しますが、

このプレゼンのメインの話が現地調査になります。その後、「二国間協議」と書いており

ますが、政府同士で話し合う。衛生状態向上に向けた二国間交渉を行いまして、必要であ

れば、二国間でその食品の輸入に関するルール、日本に送るためのルールを取り決めるこ

ともあります。輸出前に検査をしていただいて安全を確認できるとよりよいのですけれど
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も、検査体制が整っていない国もあります。そういう場合は、JICAなどの協力を頂いた上

で、検査体制が整っていない国に対して技術的な支援を行うこともあります。そちらが４

番の輸出国への技術協力という点です。また、政府間だけではなく、輸出国の輸出関係業

者と実際に会って意見交換をおこなったり、関係者に集まっていただいて研修会を行うこ

ともあります。 

 この輸出国対策の主なポイントとしては、ここに書いているように、コミュニケーショ

ン多めの施策です。いろいろな関係者と意思疎通をよくして、日本のことをよく知っても

らう、我々も輸出国のことをよく知った上で、今後の対策を一緒に考えるなど、相互理解

を深めていくというところにあります。 

 次のスライドをお願いします。ここからは、現地調査について御説明します。現地調査

の目的は大きく言うと５つあります。実際にどんな管理が行われているかの実態の把握。

あと、政府の仕組みや管理体制を確認します。次に、リスクの高い食品、いわゆる違反の

多い食品で、その問題が分かっている場合は、その状況やその改善が実際に行われている

かの確認、改善の促進を促したりすることもあります。実際に輸入事業者や現地施設に赴

いて、いわゆるそういった国の管理体制が行き届いているか、過去に違反があった工場な

どの場合、その原因の改善が取られているか、そういったことを確認することもあります。

そして、現地政府の食品衛生担当者と直接意見交換をして、今後、また何か問題が発生し

た場合の協力体制の構築も心掛けております。 

 右側の現地調査の流れとしては、「入口会議」と書いておりますが、最初に現地の政府

の皆さんと会議を開いて、相手国の担当者と直接話をして相互理解を図ります。次に、製

造施設や農園など、時間が許す限り複数の施設を見せてもらいます。一件一件、時間を掛

けてかなり細かく見せてもらいます。それが終わった上で、最後に「出口会議」と書いて

おりますが、また先方の政府関係者と面談を行いまして、ここはよかったとか、ここは改

善が必要ですという話をした上で、改善のために参考にできる、例えば日本のケーススタ

ディなどがあれば、そういった情報も伝達した上で、輸出する食品の衛生管理向上を図っ

てもらうということになります。 

 次のスライドをお願いします。毎年、数か国に現地調査に行っております。今日は、そ

のうちノルウェーとメキシコについて御説明いたします。皆さん、現地調査の対象国をど

のように決めているか気に掛かるところかと思いますが、１つは、日本への食品の輸出が

多い国、多い作物を中心に選びます。また、違反が多い食品があるなど、課題がある国に

も実際に行って、改善しているかの確認ですとか、改善策を一緒に考えることもあります。

さらに、相手国からの要請に応じて行くこともあります。 

 これから紹介するノルウェーについては、どれかというと、今お話をした３つのうちの

３番目、ノルウェーからは15年ぐらい前から鯨が輸入されていますが、ノルウェー産の鯨

については輸入時に多くの検査項目を行っていただいております。今のノルウェーの状況

は、衛生管理に沿った形で検査を実施してほしいということでノルウェー政府側から要請
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があったことで、現地調査を行うこととしました。 

 次のスライドをお願いします。ノルウェーの国の概要です。イギリスなどと同じ立憲君

主制の国でして、王様がいらっしゃいます。首都はオスロという所です。ノルウェーの中

では南にある街です。人口密度は非常に少ないのですが、海と山と氷河と北極圏にも囲ま

れていますので、人が住むことができる居住可能地域も非常に少ない国です。あと、石油

や天然ガスが採れることから、一人当たりのGDPは日本の３倍と、非常にお金持ちの国で

もあります。 

 次のスライドをお願いします。ノルウェーからの食品の輸入状況です。地図で見ていた

だいたとおり、フィヨルドで海岸線が長くて、良い漁場に囲まれているということで、水

産食品が多めです。多めというか、ここに書いてあるのは水産食品しかありません。皆さ

んも、ノルウェーといえばサーモンとかさばなどのイメージをお持ちだと思います。非常

に寒い地域で、農産物はあまり穫れないので、輸入上位５位の全てが水産品です。そのた

め、お寿司ですとか、お刺身ですとか、伝統的に魚を多く食べる日本のことを、ノルウェ

ーは非常に大事なお客さん、輸出先として考えています。 

 次のスライドをお願いします。ノルウェーの食品衛生関係の行政組織について、こちら

も向こうに行って教えてもらった内容になりますが、説明いたします。下の青丸で書いた

部分、ノルウェー食品安全局(NFSA)、ここが一元的に食品の衛生分野を担当しています。

日本で言うと、輸入食品を見る検疫所、国内流通品を見る保健所、これらが１つにまとま

った組織というイメージです。更に特徴的なのは、このNFSAが３つの省の管轄下にあると

いうところです。鯨ですとか水産食品は貿易・産業・漁業省(NFD)が管轄しておりますの

で、今回の現地調査のカウンターパートはこのNFDとNFSAが担当してくれました。日本で

言う経済産業省の中に水産庁が入っているようなイメージなのですが、いかにこの国が水

産行政を主要産業と考えているかというのが分かるかと思います。 

 次のスライドをお願いします。NFSAの本部はオスロにあります。そのほか、各地方に事

務所がありまして、製造者等に対して直接働きかけたり、対応するのは、左にあります

「地域・地区事務所」というのが行っています。NFSAはノルウェー語ではMattilsynet

（マッティルスィーネ）と呼ばれていて、そのマークがこの下にある赤いマークです。 

 次のスライドをお願いします。ノルウェーの食品衛生の関係法令です。ノルウェーはEU

加盟国ではありません。お金もユーロではなくクローネという独自のお金を使っています。

ただし、EUとの経済のつながりを重要視していて、欧州経済領域(EEA)という名前の経済

連携協定みたいなものに加盟しています。そのため、食品衛生法に関しては、EUの規則を

そのまま国内法として使用しています。 

 次のスライドをお願いします。ノルウェー政府との入口会議では、ここに記載のような

話をしてきました。お互いの組織の説明、お互いの食品衛生関係法の立て付け、あと、ノ

ルウェーでの水産食品の細かな衛生管理についても意見交換をしてきました。あと、日本

の食文化、特に鯨の話を中心に紹介してきました。 
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 最適な日本向けの輸出を行ってもらうために、これらの相互理解というものはとても大

切なのですが、中でも最も大切なのは、食品文化の理解を深めてもらうということかと考

えています。日本の場合、刺身ですとか、いわゆる生食の習慣があったり、特殊な文化が

ありまして、それに伴って衛生管理も、いわゆる生食のための衛生管理が行われている部

分があります。日本人であれば当たり前のことであっても、生食の文化のない国の人に生

食するから気を付けてねと言っても、何を気を付ければいいのかなという感じになってし

まいます。そのため、法規制の理解も大事なのですが、日本での食文化、食べ方を説明し

て理解してもらうことは、とても大事なことだと考えています。 

 ノルウェーの場合、長年サーモンなどの生食用の魚介類を輸出していて、日本を主要な

生食用のサーモンの輸出国と考えていますので、日本の食文化への理解は、政府の方も民

間の輸出業者の方も非常に深いと感じました。 

 次のスライドをお願いします。ここから、実際に見てきた鯨の輸出施設を写真にて御紹

介します。２件の施設を見てまいりました。左の１件ですが、こちらは捕鯨加工船です。

捕鯨からカット加工して、包装して、凍結して、輸出する状態まで、この船で完結してし

まいます。この船で加工された鯨肉のほとんどが日本向けに出荷されます。船の一番先頭

にあるのが捕鯨銃ですが、これで捕鯨して、それを、その右側の写真にある甲板に引き上

げて、ある程度の大きさにぶつ切りにされた鯨を、今度はこの甲板の下にある工場に入れ

ることになります。 

 次のスライドをお願いします。この左側の写真が工場になります。工場と言っても、基

本的にはトリミングしてカットするだけの場所です。この白い部分がまな板なのですが、

まな板が外せて水洗いが簡単にできるようになっていまして、狭いながらも機能的に衛生

管理がしやすい造りになっていました。右側が凍結機です。凍結機に箱が挟まっているの

が見えると思うのですが、鯨の肉は、ここに挟まっている箱のサイズまで先ほどのまな板

の上でカット加工されて、真空パックされて、この箱に入れた状態で右側の冷凍機に入れ

て急速冷凍するという流れになっています。 

 次のスライドをお願いします。凍結された商品の写真です。霜が付いているのでちょっ

と見にくいかと思いますが、左側が「カワ」という商品になります。その名のとおり鯨の

黒い皮の部分で、その皮の下に白い脂肪層が多い部分があります。右側が「ウネス」、今

度はお腹の部分の肉になります。 

次のスライドをお願いします。左側が「アカニク」、いわゆる筋肉の部分です。今、私

は日本名で呼びましたが、面白いのは、実は箱の上のほうに小さくローマ字で名前が入っ

ているのですが、今、私が呼んだままローマ字で書いてあります。ノルウェーでは、基本

的には赤肉に相当する筋肉の部分しか食べる習慣がありません。彼らはこれのことをホエ

ールミートと呼びます。ただ、日本人は先ほど言ったようなカワとかウネスも食べたいと

いうことで、そういったものも日本向けの商品になります。ノルウェーでは部位ごとに名

前が存在しないということで、向こうの会社では日本の呼び方のまま商品名を設定してい
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ました。 

 右側の写真になりますが、鯨は密漁などをされないようにDNAで個体管理がされていま

す。捕鯨船ごとに鯨の個体ごとに各番号が振られていて、右の写真のように肉の一部を試

験瓶に保存して、陸に帰港した際にDNA検査が行われるということになっています。これ

らの情報は、衛生管理のトレーサビリティなどにも使われています。 

 鯨の施設は、これともう１つ見ております。次はそちらをお見せしますが、加工時の写

真も載せていますので、血液をみることが苦手な方は御注意ください。 

 次のスライドをお願いします。もう１つの施設については、日本向けに主にチルドの製

品、すなわち凍結せずに生のまま輸出する製品がつくられています。この工場の場合は、

鯨は左側の赤い捕鯨船で捕られますが、こちらは先ほどの船より一回り、二回りぐらい小

さい船になっていまして、これはあくまで鯨を捕るだけ、捕鯨するだけの船です。水上げ

後、陸の工場に納品されて加工が始まります。工場では、右のように、ある程度の大きさ

のブロック状にされたところから作業が始まります。 

 次のスライドをお願いします。少し見にくいのですが、ナイフの殺菌槽です。作業ごと

に熱水で殺菌されたナイフを用いて、肉の表面がどんどんトリミングされていく流れにな

ります。トリミングした結果、右の写真のように一回り小さくなって、いわゆる表面が黒

く酸化していた部分が明るい血液の色に変わっていると思います。こういう状況から、ト

リミングが行われていたということが分かるかと思います。 

 次のスライドをお願いします。最後、出荷する大きさまで細切りにして、右側が真空パ

ックの機械になりますが、真空パックされて、冷蔵状態で出荷されます。こちらの施設も

刺身のような生食を想定して加工されているのですが、ここの工場は牛肉の生食加工基準

のことをよく理解していて、トリミングですとか、まな板の頻繁な清掃など、衛生的な作

業を行っていました。 

 次のスライドをお願いします。２か所の鯨肉の輸出施設を見て、ノルウェーでの鯨肉の

衛生管理についてまとめてみました。両者とも、日本での食文化ですとか、法令、レギュ

レーションをよく理解していまして、やり方は異なるものの、それぞれ加工工程の衛生的

な工夫がされていました。また、鯨というと、生態系で言う上位の捕食者でして、いわゆ

る汚染物質の心配があります。それらのうち、脂溶性汚染物質については、脂肪を含まな

い筋肉部位、先ほど言いました赤肉とか赤身といわれる部分ですが、こちらにはほとんど

残留しないとする説明とデータの提供が、ノルウェー政府からありました。また、これま

での日本での検査等の実績からも、同様の知見の確認が取れたことから、これらの脂溶性

汚染物質に対して、輸入時の検査対象部位を脂肪を含む部位に限定し、脂肪を含まない筋

肉は対象外とする規制の見直しを行いました。 

 次のスライドをお願いします。次に、メキシコでの現地調査について御説明します。メ

キシコも日本への食品の輸出が多い国ですが、中でもアボカドの輸入量はとても多く、ア

ボカドは残留農薬が気になるところです。そのため、状況を確認する必要がありまして、
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今回、現地調査の対象として現地に赴きました。 

 次のスライドをお願いします。メキシコについてです。人口が日本より少し多いです。

大統領制をとっていまして、今日の朝のテレビにも出ていましたが、大統領は女性の方で

す。面積が日本の５倍と、とても大きな国です。地図を見ていただくと分かりますが、大

消費国のアメリカと隣接しています。メキシコの方に言わせると、日本も太平洋でつなが

っている隣の国だよということで、メキシコ政府は日本への輸出も大変重要視しています。 

 次のスライドをお願いします。メキシコからの輸入状況です。１位は塩類となっていま

すが、これは食用塩の原材料の輸入です。次が豚肉、その次に熱帯産果実ですが、ここに

今回視察を行ったアボカドが含まれます。 

 次のスライドをお願いします。こちらがメキシコ政府の食品安全管理体制を図で表した

ものです。メキシコの農畜水産物の食品安全というのは、農業・農村開発省に属する

SENASICAという部門が統括しています。この部門は、動・植物検疫ですとか、動・植物衛

生、あと食品安全も担っていまして、日本で言う農林水産省の消費・安全局とほぼ同等の

業務を行っている所です。SENASICAの担当部署の中に、DGIAAPという組織があり、特に生

産段階の食品安全の推進、農産物のSRRCと呼ばれる汚染リスク削減管理システムの認証、

BUMPと呼ばれる農薬の適正使用に関する施策などを行っている所で、アボカドを含む農産

物における安全管理も担当しているということで、今回、いわゆる現地を視察するに当た

り、カウンターパートをしていただいた機関です。次のスライドでSRRCやBUMPについて御

説明いたします。 

 次のスライドをお願いします。まず、SRRCと呼ばれるシステムです。日本語で書くと

「汚染リスク低減システム」という名前になるかと思います。この制度は、生産段階にお

ける微生物や化学物質、物理的汚染などを防ぐための制度でして、先ほどのSENASICAが認

証を行っています。一度認証されると、有効期限は２年間で、認証の維持のために定期的

な監査が実施されます。食品が市場に流通する前の生産段階での汚染リスクを減らしたり、

生産工程に合わせた予防的安全管理が行われるよう整備されたり、日本やヨーロッパなど

諸外国からの要求を満たすように、衛生上の安全の確保を行うことを目的に作られた制度

です。 

 次のスライドをお願いします。次に、メキシコでの農薬使用の管理について御説明しま

す。アボカドの輸出では、適切な農薬使用が重要視されるところです。メキシコではBUMP

という制度を導入しており、これについては、例えば農薬の使い方ですとか、あとは、メ

キシコでの使い方だけではなく、輸出先国での使い方を把握した上で、その使用前にリス

ク分析や技術計画を作成することなどを促す仕組みになっています。特徴的なのは、例え

ば、農薬の倉庫ですとか、使用前に希釈する場所なども限定されていまして、あとは、防

護服はこういうものを使いなさいとか、使用者安全にも関わっており、いわゆる農薬の残

留基準に一番大きく関わる噴霧器の構成や点検の方法なども、条件として示されています。

また、農薬を使った後に立入禁止の期間を守る、記録を付けましょう、使用者の健康チェ



 14

ックもしましょうということで、農薬の使用について網羅的に記載された、いわゆるガイ

ドラインみたいなものになっております。それぞれの農園でこれらの管理システムやガイ

ドラインに従って生産されたものが、メキシコ国内だけではなく輸出市場へも流通してい

るということになります。 

 次のスライドをお願いします。今、政府の取組ということで御説明したところですが、

メキシコの場合は業界団体でも別途管理・監督の制度が儲けられていまして、こちらは輸

出に特化した管理が行われています。業界団体として、農薬の使用方法の管理の指導や、

あとは抜き打ちで検査なども行っているということでした。次のスライドからは、実際に

見せていただいた農園や包装施設についての紹介です。 

 次のスライドをお願いします。見せていただいた施設について、ここにまとめておりま

す。SRRCの認証を取っています。ここは、13の農家がまとまって、協同組合のような形で

農園を管理しております。農薬の使用については、もちろんBUMPに基づく管理を行ってい

るということです。使用する農薬は、専門の技師が取り扱っており、管理を行っています。

これら施設の監査も、行政機関や先ほど言った業界団体が行っており、厳密な管理が行わ

れているという印象でした。 

 次のスライドをお願いします。農園の写真です。少し分かりにくいですが、写真に黒い

地平線が写っていると思います。その地平線の部分までが全てアボカドの木となっていま

す。農薬は右の写真のような保管庫に管理されていて、限られた担当者しか扱えないよう

になっています。あと、ラベルで示していますが、施設ごとに番号が振られていて、ここ

の施設も固有の番号を持っています。これらのラベルが箱などに貼り付けられて、いわゆ

る末端の消費者まで、どの農園で作ったものかが分かるようになっています。 

 次のスライドをお願いします。収穫したものを集めて日本に輸出するための包装施設も

見せてもらっています。こちらの包装施設もSRRCの認証を受けていまして、農園から納品

されたアボカドを抜き打ちで検査を行うなど、包装施設としてもサプライヤーとなる農家

の監督を行っていました。出荷するロットは、この包装施設から送るとき、基本的には農

家単位で構成しており、ほかの農家のものが同じロットの中に混ざらないようにしている

ということでした。 

 次のスライドをお願いします。包装施設というと、すごく農園の延長みたいなイメージ

があるかと思いますが、ここの施設は非常にきれいな施設でして、いわゆる選果場、包装

施設というよりも食品の工場のような施設でした。各ラインに、今、どこ向けのアボカド

を処理しているかということで、この時は、日本向けという表示がなされていました。 

 次のスライドをお願いします。左側が機械でブラッシングしている状況です。最後に、

目視で異物がないかを確認していきます。 

次のスライドをお願いします。最後の箱詰めは、人力で作業が行われています。 

次のスライドをお願いします。ラベルには、この工場では農園によって割り当てられた

番号やロット番号が記載されていて、この箱を見ればトレースバックができるようになっ
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ています。 

 次のスライドをお願いします。いわゆる温度管理もなされており、ここを見ていただく

と「40」となっているのですが、これは華氏表示でして、摂氏では10度前後に設定されて

います。保管倉庫は、ここは日本向けのスペース、ここはEU向けのスペースですと、出荷

先により混ざらないように工夫がなされていました。以上で現地視察の説明は終わりです。 

 次のスライドをお願いします。輸出入の相互理解、輸出国と輸入国、日本の状況を分か

っていただく、われわれも輸出国の状況を知る、この相互理解ということが、食品安全の

維持のために非常に重要だと思っています。今後も、厚生労働省はこういった取組を続け

てまいりますが、厚生労働省だけでこれをやっていくというのは、やはり限界があると思

っています。輸入者さん一社一社が日本の制度をよく理解した上で、輸入者さんからも輸

出の相手先、取引先に根気強く説明していただくといった取組が、今後の食品の安全管理

についてとても重要だと考えております。引き続き御協力いただきたく、どうぞよろしく

お願いいたします。今日は、お聴きいただいてありがとうございました。これで終わりま

す。 

 

○司会（森） ありがとうございました。 

続きまして、ハウス食品グループ本社株式会社 品質保証統括部部長の山本竜太様より

御講演いただきます。山本様は、1994年にハウス食品株式会社に入社され、ハウス食品で

初めての品質保証部署の立ち上げに従事されました。その後、ハウス食品グループ本社株

式会社にて、海外事業専任の品質保証部署の立ち上げ、ハウス食品の生産統括部門を経て、

米国事業の品質保証部署の立ち上げ等を行われました。以降は、技術戦略策定や情報シス

テム管理、リソースマネジメント等に従事され、2025年から現職にて、国内外のハウス食

品グループ全体のリスクマネジメントや危機管理対応、食品安全文化醸成や教育訓練、品

質保証体制構築支援など、様々な業務に従事されております。 

 本日は、「輸入食品の安全・安心にかかる事業者の取り組みについて」と題しまして、

輸入食品に対する事業者の取組について御講演いただきます。皆様、資料３を御準備くだ

さい。 

それでは、山本様、よろしくお願いいたします。 

 

○ハウス食品グループ（山本氏） ただいま御紹介いただきましたハウス食品グループ本

社品質保証統括部の山本でございます。本日は、このような貴重な機会を頂戴いたしまし

て、誠にありがとうございます。それでは、輸入食品の安全・安心にかかるハウス食品グ

ループの取組についてということで、今から30分ほどお時間を頂いて御紹介させていただ

きたいと思います。 

 これが、本日のコンテンツです。皆さんも御想像が付くと思うのですが、弊社グループ

は最終製品そのものを輸入して販売ということはしておりません。ただ、原料に関しては
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多くを輸入に頼っていますので、その安全性確保についての取組について、今日はお話さ

せていただければと考えています。その前に、ハウス食品グループの御紹介と、グループ

での品質保証の考え方等について、少しお話させていただいた上で、具体的な安全性確保

に関する取組として、３つぐらい具体的な事例をお話できればと考えています。 

 母体となるハウス食品は、1913年に、薬種化学原料店、問屋ですね、「浦上商店」とい

うところから事業をスタートいたしました。大阪で創業しています。スパイス類を扱って

いたというところからカレーパウダーに派生して、現在のカレー事業につながっていると

いった会社です。「食を通じて人とつながり、笑顔ある暮らしを共につくるグッドパート

ナーをめざします」というのがグループ理念で、今、グループ全体の従業員数は6,700人

ぐらいの規模です。 

 ハウス食品グループの売上構成ですが、グループとしての売上構成で見ると、一番の主

力は、やはりハウス食品あるいはハウスギャバンといった会社が担っている香辛・調味加

工食品事業です。これが全体の４割ぐらいです。あと、ハウスウェルネスという会社があ

り、ここにあるC1000などのビタミン飲料、健康機能性食品などをやっている会社ですが、

そこが5.2％、それから、あまり知られていないかもしれませんけれども、米国でのTOFU

事業、中国、最近ではASEAN領域で展開しているカレー事業等の海外食品事業が19.1％で

す。それから、壱番屋さんをグループに迎えていますので、外食事業として18.7％、残り

は、分析テクノサービスなどの分析をやっている会社もあり、その他の食品関連事業が

16.7％というポートフォリオの会社です。グループとしての売上は、昨年実績ですが

3,154億円といった規模感です。 

 その中でも、国内のシェアについて見てみると、ルウカレーが61％、ルウシチューに関

しては65％、レトルトカレーについては27.6％という高いシェアを持っています。カレー

のレストラン、壱番屋さんがグループに入っていますが、昨年時点で1,480店舗と、カレ

ーチェーンの中では最大手になるかと思います。皆さんも恐らくハウスといえばカレーの

会社というイメージをお持ちかなと思うのですが、データ上からもそれが見えるかと思い

ます。 

 海外展開ですが、今、全体の売上比率の中で言うと24.9％です。壱番屋さんも外食で海

外に出ていますので、その分を足し合わせると、比率としては４分の１が海外比率です。

やはり年々増えている状況です。これは、米国でのTOFU事業、中国でのカレー事業が歴史

的には長いのですが、その後、タイでの機能性飲料、最近ではインドネシアのハラルカレ

ーなど、ルウの製造販売、ベトナムでも同様にカレールウ事業を推進しています。残念な

がら、数量ベースで見ると、やはり国内市場はシュリンクしていますので、躍進する

ASEANを中心に、海外への展開を加速させているという状況です。現在のハウス食品グル

ープのグループ企業は、お陰さまで2025年時点では53社となっています。 

 それでは、ここから弊社グループの品質保証についての取組等を御紹介いたします。ハ

ウス食品グループとしての品質方針はこちらです。皆さん、ハウス食品と聞いたときに、
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どのような会社というイメージを持ちますか。こういった質問を時々社外の方にするので

すが、よく言われるのが、真面目な会社と頂くことが多いです。やはり、家庭用のコンシ

ューマー向けの製品を長らく主流にしていますので、家庭的といったイメージを持たれる

のかなと思いますが、中にいる私から見ても、やはり真面目な会社だなと思うことが多い

です。品質方針を見ていただいても分かると思うのですが、我々はお客様起点で考えるこ

とをすごく徹底していると感じます。それが今のハウス食品グループのカルチャーにもな

っていると感じているところです。 

 品質保証体制について御紹介したいと思うのですが、私が今所属しているのが、ハウス

食品グループ本社というホールディングカンパニーです。そこにあるのが品質保証統括部

という部署です。ですので、私の所の部署は事業を持っていません。ホールディングカン

パニーのほうにあります。国内、海外を含めてそれぞれ事業会社があって、食品製造業に

関してですが、それぞれの事業会社には品質保証部、あるいは、まだ事業がそこまで育っ

ていない海外などの事業所もありますので、それに類する機能を持った部署があるといっ

た体制になっています。それぞれの事業会社で品質保証をやっていただきつつ、我々品質

保証統括部は、全体の方針決定、グループ全体に関わる基準、あとは、まだまだ事業とし

て立ち上がっていない所の品質保証面の支援、リスクマネジメントや危機管理といった全

体に関わるところを我々の部署で担当しています。 

 各事業会社との連携あるいは経営層との報告などの体制について、少し御紹介いたしま

す。まず、各グループ会社の品質保証の責任者とは、定期的にグループ品質保証責任者会

議を開催しています。エリアの違いがあるので、国内は１つですが、海外は、国毎にやっ

ている事業、それからレギュレーションが違うということもありますので、そちらは国毎

に分けて、その事業会社の品質保証のトップの方に入っていただいて、年４回はクール毎

にこういった会議を開催しています。その中では、各事業会社が定めている品質目標の進

捗確認や、トラブル事例の共有、場合によってはベストプラクティスの共有のようなこと

をしています。 

 また、左上のほうですが、年１回のグループ品質保証会議を開催しています。これはま

だ国内事業だけを対象にしているのですが、グループ本社の取締役、国内のグループ企業

の社長に集まっていただいています。現在、湯川剛一郎先生に社外の品質顧問になってい

ただいているのですが、湯川先生にも入っていただいて、国内外の品質保証に関するトピ

ックスの共有や、グループ内で起きた重大トラブルの共有等をさせていただいて、いろい

ろとアドバイスや御意見を頂く場を作っています。やはり、正しく怖がるためのリテラシ

ーは、もちろん事業者、実務者にも大事なのですが、経営者にも持っていただくことが非

常に大事だと考えており、その機会というように捉えています。また、社外の品質顧問に

入っていただくことで、客観的に見たハウスの品質保証体制へのコメントや、その取組内

容についてもアドバイス等を頂けますので、そこで客観性を高めているということです。

それから、やっていく中でグループとして基準を作っていこうなどということも当然出て



 18

くるわけで、そういったときはグループの経営会議に答申することも行っています。 

 これは、オフィシャルなレポートラインや体制についての話なのですが、品質保証体制

においては、ドットラインというレポートラインも我々は非常に大切だと考えています。

ドットラインというのは、点線という意味です。ドットラインのレポートラインというの

は何でしょうかというところなのですが、これは我々が考えたわけではなくて、グローバ

ルカンパニーのネスレさんがドットラインというのをよく使われています。これはいいな

と思って、我々も拝借させていただいているのですが。正規のレポートラインをソリッド

ラインと言うそうです。実線という意味ですね。 

 当然、組織なのでヒエラルキーに沿ったレポートラインが確保されていると思うのです

が、こと品質保証とかそういったものに関しては、各事業者の責任者とグループ本社側の

品質保証部門等でダイレクトに情報がすぐに伝わる体制が非常に大事だなと思っています。

見えない点線ということで、そこをドットラインと呼んでいます。何か大きな品質トラブ

ルが事業会社で起きたときなどには、当然、通常のレポートラインでも上がってはくるの

ですけれども、スピード感という観点では、その時点ですぐに相談いただいたりというレ

ポートラインが確保されているのは、非常に大事だなと思っていて、日頃から、平時から

そういった関係性をしっかり築くことを心掛けております。そうすることによって、大変

なトラブル時だけではなくて、日常的にいろいろと御相談を受けたり、我々のほうから確

認したりというのがやりやすい関係性を非常に大事にしています。 

 品質保証の考え方は、言うまでもないのですが、検査ではなくてプロセスで保証するこ

とが大事だと考えています。フードチェーンというのは長いですが、最終的な製品を検査

してOKだよねといったのと、先ほども話がありましたが、全数検査をするわけではないの

で、途中途中のプロセスがちゃんと回っていて、その証として、検証として検査があると

思うのです。そういった途中のプロセスをしっかり保証していきましょうという考え方で

す。 

 例えば、原料調達に関しては、まず圃場での適切な農薬管理が重要になってきます。加

工時でも、それぞれの加工プロセスをしっかりコントロールしていくということがありま

す。その中で、一部サンプリング分析をして、この管理プロセスが問題ないかと、適切で

あることを確認いたします。検査は全部できるわけではないので、あくまでもサンプリン

グです。一部を採取してやるということは、元になる母集団が大丈夫と言うためには、途

中のプロセスがしっかりと管理されているといったことが大前提になるかと思っています。 

 製品開発段階での取組についても御紹介いたします。製品開発においては、品質アセス

メントを実施しています。開発部門が試作の設計をするわけですが、設計がうまくいって

いないものを量産に行って工場で作ると、できるものが全部不良品というようなことにな

ってしまいます。それから、しっかりとした検証がされていないと、発売した当時は問題

ないのですが、実は賞味期限が持たなくて、途中で変化が起きてしまってなどということ

も起こりかねません。ですので、設計がちゃんとしているかをしっかり見ることが大事に
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なってきます。ここは、当然、開発部門がちゃんとした設計をした前提で、第三者である

品質保証部が中身をチェックして、ここをパスしないと量産のプロセスに進めないといっ

た関所になっています。 

 あとは、製品仕様評価というものも行っています。お客様が購入されてから廃棄すると

ころまでの製品の使い勝手を、専門部署がお客さんの視点を取り入れて確認するというこ

とをしています。研究所の開発者は、調理に慣れているのです。ですので、そういう方が

作ると大体うまくいくに決まっていて、調理経験の浅い方が裏面を見て作ると、意外とで

きないぞなどということがあったりします。ですので、そういったことがないようにと。

あと、最初の買うところからスタートするのですが、パッケージを見たときに、ちゃんと

中身が分かるかと。形態がレトルトパックと似ていて、実はルウですというようなときに、

お客さんが迷わず、それがレトルトの商品ではないということが分かるかといったような

ところからまず入って、裏面どおりに作れるかと。書いてある時間どおりにやってもでき

ないなどということもあるかもしれませんので。それから、いろいろな調理器具や、お客

様の想定できる範ちゅうでのブレがあると思います。例えば電子レンジもいろいろあると

思うのです。そういったものでこの時間で作れるのかと、そういったことを検証して、最

後は捨てやすさです。最近は分別の収集が進んでいますので、捨てやすさも意外と大事で

す。潰しやすさ、そういったところも含めて、お客様視点で評価するというのを製品仕様

評価と呼んでやっています。 

 もちろんですが、パッケージ表示、これは法定の表示もありますが、作成した表示の根

拠がちゃんとあるのかどうかや、法律に準拠しているかといったところは、しっかり確認

させていただいています。 

 製造工程ですが、異物混入防止や検査、フードディフェンス等、様々な取組を実施して

います。特に日本は異物混入や品質異常への感度が非常に高い国だと思いますので、国内

の製造拠点はなかなか気を使っています。ユニフォームのようなものがあると思うのです

が、毛髪が混入しないような特殊な生地だったり、袖口がカバーされていたり、体毛が落

ちにくいような構造のユニフォームを着用したり、備品関係が入らないようにということ

で、員数管理と呼んでいるのですが、工具はもちろんなのですけれども、雑巾あるいはマ

スクといった工場内で使用する備品も数を確認して、出した数と終わった後に戻した数を

しっかり合わせるという管理もしています。 

 検査は、官能評価をやったり、途中の検査、洗浄の妥当性の確認などでアレルギーの検

査、そのようなこともいたします。フードディフェンスの観点ですと、勝手に立入りでき

ないように、屋内工場は静脈認証、個人認証の形でしか入室できません。それによって誰

が入ったかというのも分かるのですが、そういう履歴を取れるようにしています。 

 あとは、お客様の声の活用というところで、 QUICと我々は呼んでいるのですが、

Quality Up by Initiative of Customers、この頭を取ってQUICと呼んでいます。QUIC三

原則というのがあって、１つ目が、お客様に対する感度を高めること、２つ目が、お客様
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に説明できる力を高めること、３つ目が、お客様に学び、ハウスのものづくりの力を高め

ること。この三原則に基づいて、部門横断のチームを作って、製品販促企画、それから

R&D、調達、生産管理、調査、品質保証、お客様相談室のマネージャー、担当者が参加し

て、お客様から頂く声をベースに、どういった改良ができるかというところを行う活動を

しています。 

 この中で、分科会として「シニアの声に学ぶ部会」というのがあります。シニアの方に

も使いやすいということは、いろいろな方に使いやすいという、いわゆるユニバーサルデ

ザインをコンセプトに、ここの右下にあるのがマカロニグラタンなのですが、パッケージ

を見直して、これが『UCDAアワード2023』を受賞いたしました。 

 これが直近の事例なのですが、弊社のハンバーグヘルパーという製品のパッケージです。

左が従来品で、右が改良品です。左側も十分見やすくなっているかなとは思うのですが、

これを更に見やすく伝わる表現にしたいというところで取り組んで、パッと見で文字数が

かなり減っているのが分かると思います。文字の大きさも読みやすさには大事なのですが、

実は行間も大事で、行間に十分なスペースが取られていると思います。あと、仕上がりに

影響するのは、必要な行動を可視化するとか、視線の導線を上から下に統一するとか、色

覚ユーザーに配慮して、色が識別できなくても下線が書いてあるので、赤と下線にすると

か、左側はいろいろな色を使っていたのですが、色に意味を持たせましょうということで、

色も絞ってといったようなことをさせていただいて、これは『UCDAアワード2024』を受賞

いたしました。こういった取組を地道にやっています。 

 あと、危機管理も大事だと思います。どれだけ予防したとしても、残念ながらエラーや

トラブルは絶対にゼロにはなりません。私はアメリカに赴任していたこともあるのですが、

そこで感じたのが、日本は予防にすごくエネルギーを使うなと、何かが起きないように、

起きないようにということに非常に注力するのですが、起きた後はどうかというところは、

余り。仕組みとしては当然なのですけれども、アメリカに行って思ったのは、そういうこ

とは起きるよねと、基本起きますよねと、起きたときにどうするのですかといったところ

を非常に問われます。だから、我々もやっているのですが、回収の模擬トレーニングのよ

うなことをすごく要求されます。 

 やはり起きますので、起きたときにしっかり対応できるようにという備えはしておかな

ければいけないので、我々は対応マニュアルを整備いたしました。実物はお見せしにくい

のですが、大きく初動対応マニュアルと製品回収マニュアルというように分けています。

初動対応マニュアルというのは、最初にどう動くかといったところ、異常が発生したとき

にどうするかという判断や、誰がどう動くというようなことを決めているものです。その

中で、製品回収しなければいけない事案だよねとなったときは、右側の製品回収マニュア

ルに従って処理するというようにしています。 

 こういった事態が発生したときに、スムーズに動けるようにする必要があるのですが、

そのためには、こういうしっかりしたマニュアルと、マニュアルを作っただけでは駄目で、
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それをちゃんと理解しておく、それぞれの部署が役割とどう動くかということをちゃんと

理解しておくというところ、あとは、実際にやってみるというか、模擬でそういう訓練を

する、それが大事かなと思っています。やはり４月とかに定期的に人が替わります。人が

替わるので、必ずそのタイミングで読み合わせて、皆さんの部署で確認するということも

やっています。 

 これが最後のパートです。輸入食品の安全性確保に関する取組ということで、３つほど

具体的な事例をお話させていただきます。１つ目が、品質リスク情報の対応体制です。品

質リスク情報というのは、我々がそのように定義しているのですが、品質に関わるリスク

になりそうないろいろな情報のことです。それを我々のほうで集約して、それを会議体で

共有して、自社グループへの影響評価をして、必要に応じて対応するといった品質リスク

マネジメント会議というのを毎月行っています。この会議が非常に重要だなと思っていま

す。 

 情報収集して、そういった海外のレギュレーションの情報や、品質、食品安全に関する

トピックスなどというのは、多分、どの会社でも集められていると思うのですが、ありが

ちなのは、単に情報を集めて後はよろしくねと提供するような形なのですけれども、これ

は余り使われなくなってしまいます。この会議体をやっている一つの目的は、実務者が集

まっているのです。オンラインも含めて40名ぐらい集まっていただいています。この事案

がなぜこういう規制になる動きがあったかといった背景の理解や、なぜ今、話題になって

いるのかといった経緯なども結構大事です。規制などというのは、食品安全から来る場合

もあるのですが、場合によっては政治的な要因など、そういう動きからの規制が掛かると

きもあります。だから、やはりそういう背景が食品安全に基づくものなのか、単に政治的

な理由なのかなどといった中身も理解しておくと、対応の仕方も変わってくるかなと思い

ますので、そういったところをこの会議でやっているというのがポイントになっていると

思っています。 

 集めている情報としては、基本的に我々が事業展開している国の規制状況や検疫の違反

事例など、そういったものを幅広く収集しています。専門のメンバーもいるのですが、対

外的なクリッピングのサービスのようなものも使ったり、そういったことをしています。

直近だと、トランプさんの影響で、米国のレギュレーションの変化が結構唐突かつ急激に

起こったりしていますので、そういったところもしっかりとモニタリングしています。 

 品質リスク情報のマネジメントについても、少し詳しくお話いたします。予想されるリ

スク、何かの規制や事象が起こったときに、それが我々にとってどのようなリスクになる

かというのは、想像力と経験も実は要ったりします。きっと回り回ってこういうことが起

こるだろうなというところまでをなるべく出したいということで、そこで、集まってやる

ことに一つ意義があると思っているのですが、どんなマイナス面の影響であるリスクが予

想されるのかといったところを挙げていきます。 

 あと、実態というのは、それが原料としてあるのかないのか、製品ってあるのかないの
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か、あるとすればどれぐらいありそうかと、そういったところです。それから、原料など

で我々自体では分からないところはサプライヤーにお聞きしたりということをして、その

場で議論して大体影響度が分かればいいのですが、必ずしも全て分かるとは限らないので、

そういったときは一旦、各事業会社に引き取っていただいて、その中での影響評価をして、

また集めてやるといったこともしています。やはり、一元的に情報管理してハンドリング

するのは非常に大事かなと思っています。 

 ２つ目ですが、資材品質向上活動をやっています。これは、調達部門や生産部門、品質

保証部門で資材品質向上推進チームというのを作っていて、できるだけ資材トラブルを未

然に防止するために、サプライヤーを訪問して、サプライヤーと一緒に取り組むといった

活動です。過去に起きた品質トラブルの中から水平展開したほうがよさそうなものをテー

マ選定して、展開すべきサプライヤーも選定してチームで訪問して、実際に現場確認をし

ながら、こういったことはどうやったら防げるかをサプライヤーと一緒に議論しながら進

めるといった活動で、それを定期的に報告してシェアするといった取組です。 

 資材トラブルはいろいろ起きますので、それについてランク分けをして、Aランクは回

収の可能性があるもの、Bランクは工場での生産性を大きく低下させるもの、検査異常、

危害性は低いけれども異物が入っていると、Cランクは異物・夾雑物以外の不良、原料由

来の夾雑物。こういった分類で資材トラブルをランク分けしてカウントし、サプライヤー

も評価して、レーティングですね、３段階ぐらいに分けています。重点管理というのが一

番重いところですが、顕在した不適合や不備の是正が必要な取引先を重点管理としていま

す。通常管理が、改善の効果を経過観察する必要があるといったところ、一任管理という

のが、継続的な改善努力はお願いするも、直面する課題はないといったように、サプライ

ヤーもレーティングして、それに応じた管理をしているというところです。 

 資材トラブル自体は、いろいろな取組の結果、お陰さまで年々減少している状況です。

先ほどの回収の事案に関するようなといったAランクも、2014年以降はほとんど発生して

いない状況で、僅かではありますが、そういった感じです。 

 これが最後、３つ目です。フードチェーンの上流側である農場、圃場の管理について、

少し御紹介させていただきます。我々のグループ会社で、インドネシアにジャワアグリテ

ックという会社があります。ここは、冷凍野菜の製造・加工、スパイスの選別・加工、ル

ウも製造を開始して、カレールウの製造等を行っている会社なのですけれども、実は圃場

も持っています。ここで栽培しているのがわさびです。インドネシアの山間、高原に圃場

を持っており、高原の冷涼な気候を生かして、いわゆる陸わさび、沢の水で作るのではな

くて土壌で栽培するものですが、わさびを育成しています。わさび栽培としては世界最大

規模ですが、そこで作ったわさびを加工して日本等に輸出して、我々の練りわさびにもこ

この原料を使っています。ここが2021年に「グローバルGAP認証」を取得いたしました。 

 グローバルGAPというのは、御存じかと思うのですが、持続可能な農業生産を実践する

世界基準の仕組みというか、認証です。主要な管理ポイントは、食品安全と、それだけで
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はなくて、労働安全、環境保全といったことに関する要求事項があって、それを満たす形

で運用しています。 

 圃場での具体的な取組として、農薬の正しい使用、その記録、清潔なトイレ、使用する

水の検査や作業者の衛生教育といった要求事項に従った管理をしています。工場でも当然

管理をしており、しっかりとした手順にのっとって、安定した品質となるように加工して

います。圃場から最終製品まで一貫して管理することは、スパイスなどでは非常に難しい

のですが、その中で唯一、我々グループ会社の中で農場から最終製品までつながっている

という事例がありましたので、今回、御紹介させていただきました。 

 以上がハウス食品グループの取組の御紹介でした。御清聴、ありがとうございました。 

 

○司会（森） ありがとうございました。 

ここで、約10分間の休憩を取ります。15時20分頃まで休憩いただき、その時間に再開い

たしますので、それまでにお席にお戻りください。また、この後スクリーンに投影いたし

ますQR、もしくは議事次第に記載しておりますQRよりアンケートフォームにアクセスいた

だき、アンケートへの御回答に御協力をお願いいたします。QRが読み取れない方、または

紙での御提出を御希望の方は、会場スタッフまでお声掛けください。 

 また、お時間のある方は、本日配布しておりますこちらのチラシにお目通しいただけま

すとありがたいです。厚生労働省では、食品安全情報をX(旧Twitter)でも発信しています。

チラシの右下にQRを付けていますので、よろしければ御覧いただけますと幸いです。それ

では、休憩に入ります。 

 

                                   (休憩) 

 

○司会（森） それでは、時間になりましたので再開いたします。 

ここからは、参加者の皆様の御質問にお答えしていきたいと思います。壇上には、先ほ

ど御講演いただいた方に加え、消費生活アドバイザー 蒲生恵美様を加えた合計４名に着

席いただいております。ここからは、蒲生様にファシリテーターとして進めていただきた

いと思います。 

なお、冒頭にも申し上げましたが、議事録に御所属やお名前を掲載させていただくこと

に不都合があります方は、その旨をおっしゃってください。可能な方は、御所属とお名前

をおっしゃった上で発言いただきますようお願いいたします。 

また、できるだけ多くの方に御発言を頂きたいので、御発言は要点を絞っていただき、

原則お１人様１問までといたしますので、御理解いただけますようお願いいたします。御

質問のある方皆様から御発言いただいた後、時間があるようでしたら、２問目以降の質問

もお受けいたします。 

それでは、蒲生様、よろしくお願いいたします。 
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○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。改めまして、消費生活アド

バイザーの蒲生です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。消費生活アドバイザーと

いう資格を御存じの方は、どのぐらいいらっしゃるでしょうか。消費生活アドバイザーと

いうのは、消費者の方、事業者の方、行政の方、研究職の方、あとメディアの方、世の中

にはいろいろなステークホルダーがいますが、その各ステークホルダーをつなぐ役割が期

待されている資格です。日頃、私も輸入食品の関係の仕事をしているということもありま

して、厚労省の輸入食品の安全性確保に関するリスクコミュニケーションには、毎年ファ

シリテーターとして参加をさせていただいております。 

 本日はたくさんの方にお越しいただいておりますが、申込み段階の取りまとめですと、

57％の方が事業者の方、29％が行政、検査機関等の方、そして14％が消費者の方となって

おります。様々なステークホルダーにおいでいただいていますので、意見交換を通したお

互いの理解促進の場になればと思っております。 

 まず意見交換に入る前に、冒頭３題のプレゼンテーションに御質問がある方から御質問

を受けて、その後、意見交換という流れにしたいと思っています。まず福島さんから輸入

食品の安全性確保について、一ノ瀬さんから輸出国での衛生確保対策について、そして山

本さんから事業者の取組について、お話を頂きました。いかがでしょう、この３題のプレ

ゼンテーションで、ここはどうなのだろう、ちょっと聞き飛ばしてしまったんだけどとい

うような御質問でも結構ですので、御質問がおありの方はいらっしゃいませんか。御質問

がおありの方、いらっしゃらないでしょうか。今のところ大丈夫そうですかね。そうしま

したら、進めていく中で、さっき聞き忘れたのだけどということでも結構です、お気付き

のときに手を挙げてお知らせいただければと思います。 

 それでは、意見交換に入っていきたいと思います。意見交換も、輸入食品の安全性確保

について、輸出国対策、事業者の取組、大きくこの３つに分けて進めていきたいと思いま

す。では、１つ目のテーマです。輸入食品の安全性確保についてということで、これは毎

年伺っていることです。福島さんのスライド35ページの「令和８年度輸入食品監視指導計

画(案)について」で、来年度の計画案についての御説明があります。毎年、輸入食品監視

指導計画が出ていることは、皆さん御承知だと思うのですが、令和８年度はどういったと

ころが変わっているのか、どういったところに注力しているのか。まず、そこからお伺い

したいと思います。福島さん、いかがでしょうか。 

 

○厚労省（福島） ありがとうございます。では、今スライド35の所を御紹介いただいた

ので、もう一度スライド35を映していただいてよろしいでしょうか。先ほど、モニタリン

グの検査の計画数については、今年度と同様の10万件を予定していますということで、御

説明いたしました。それぞれの検査項目の内訳を、令和７年度と令和８年度の案というこ

とで、横に並べて示しております。これを見ると、皆さん、どこが変わったのかちょっと
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分かりにくいなとお思いになるのかもしれないのですけれども、私どもとしては、この数

字の中でいろいろ細かい調整をしております。先ほど申し上げたように、上の※の所です

が、令和８年度は、米・ねぎ・香辛料の残留農薬、それから雑穀・落花生・豆類加工品等

のカビ毒、調味料・菓子等の添加物などを重点的に強化して検査を実施していきたいと考

えております。分かりやすいところで言えば、去年はいろいろお米の問題があったので、

お米の輸入も非常に増えたのですけれども、そういう届出の件数の増加等も踏まえて、令

和８年度はお米の残留農薬の検査を強化しようといったことを考えています。あとは、豆

類とか雑穀のカビ毒のアフラトキシン等、違反等も散発しているということから、これら

のものについて強化していこうということで、令和８年度は考えております。 

 もう１つが、先ほどさらっと説明してしまったので、皆さんももしかしたら聞き落とさ

れてしまったかもしれないのですけれども、令和８年度、今回改めて新しくということで

はないのですが、検査命令の令和７年度の対象の表を出していただいてもよろしいでしょ

うか。こちらが、現在、令和７年度実施している検査命令の対象の表の抜粋になります。

こちらで、上に「全輸出国」と赤枠で囲っている所があります。この「全輸出国」という

のは、現在、どこの国から輸出されてきても、この品目のものについては検査命令の対象

になりますよというものを示したものです。フグは、別に国にかかわらず、その魚種です

とか部位によって毒性が変わるので、それらについてはどこの輸出国から来ても検査命令

の対象になりますよというものです。あとは、キャッサバなどのシアン化合物というのは、

国がどうとかということではなくて、作物の持つ特性ですので、こういったものについて

は、どこから来ても検査命令の対象になりますよとしています。 

 では、以前の令和６年度のものが出ますでしょうか。令和６年度はもっと対象品目が多

くて、例えばブラジルナッツやアーモンド、乾燥いちじく、こういったもののアフラトキ

シンについても、全輸出国、どこの国から来ても検査命令の対象にしますといったような

扱いにしていました。ただ、これについてはいろいろ技術が進歩して、農場の段階で傷が

付いたナッツなどをはじいて、カビを付きにくくしたり、輸送の段階で温度管理、湿度管

理をしたり、輸出前に検査を実施していただいたり、そういった輸出国側での努力によっ

て、非常にリスクが低減される部分があります。しかし、そういった努力をした国が、ど

れだけ努力をしても、この全輸出国が対象であるということで、いつまでたってもこの検

査命令から抜け出せない、そういった問題がありました。要するに、皆さん、やったもの

損というか、あまりインセンティブが働かないといったような問題もありました。ですの

で、これらについては、そういった技術の発展等も踏まえて、国毎にリスクに応じて検査

命令の対象にしようということで、令和７年度からこういった形を取らせていただいてい

ます。令和８年度についても、引き続きこういった形を取っていきたいと考えております。

以上が主なポイントです。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。そうですね、令和６年度ま



 26

では「全輸出国」となっている部分が、もっと多かったですよね。アフラトキシンも、す

べからくどこから入ってきても検査命令になっていたと思います。でも、今の福島さんの

お話で、面白いですね、やったもの損というお話がありました。安全性確保のためにどれ

だけ対策しても同じく検査命令になるのではなくて、リスクの程度に合わせて差をつけて

いくということだと思います。差をつけて大丈夫なのかと思う方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、やったもの損だと結局モチベーションを下げて、やらなくなっちゃいますよね。

でも、リスクの程度に合わせて、安全性確保対策の程度に合わせて監視体制を変えていく

ということは、輸出国事業者モチベーションを上げる、つまり全体としての底上げになる

のだなと思いながら、聞いていました。一方で、安全性確保対策の程度に合わせた今の体

制でも全輸出国として残っているのが、フグなどですかね。この辺りはやはり難しいので

しょうか。 

 

○厚労省（福島） フグについては、先ほど申し上げたとおり、努力の問題ではなく、フ

グの生物的な問題ですので、ここについては、引き続き全ての国からのものについて魚種

鑑別は検査命令の対象としております。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 分かりました。安全性確保のために、対策の状況に

合わせた検査体制にしているというお話でした。それから、去年は米騒動なんていう言葉

もあったように、お米に関して非常に国民の注目が高まった年でした。そのお米の残留農

薬検査を増やしたということですが、今日ハウスさんがいらしているところで、香辛料に

ついて伺いたいと思います。香辛料の安全性確保対策について、特にこういうことに気を

付けているですとか、この辺の対策に注力しているなど、お話いただける範囲で伺えます

か。 

 

○ハウス食品グループ（山本氏） やはりスパイスによって、蓋然性が高いとか、リスク

が高いというのは、ある程度決まっている面もあります。例えばアフラトキシンなどは、

皆さん御存じだと思うのですが、唐辛子とかナツメグとかで非常に蓋然性が高いので、や

はりそこは生産の段階というか、上流側のほうでしっかり管理していくことにはすごく注

力しています。やはりリスクベースに応じてというのが基本になるかと思います。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） そうですね、ありがとうございます。福島さんから

海外情報対応の具体例をお話し頂いたのですが、ハウスさんもリスクベースに合わせて対

応をしているということで、海外情報をキャッチした後の具体事例で、何か御紹介いただ

けるものはないですかとお願いをしたところ、スライドを御準備いただきました。そちら

の御紹介をお願いできますか。 
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○ハウス食品グループ（山本氏） ありがとうございます。先ほどから品質リスク情報の

話、会議体の話をさせていただいているのですけれども、皆さん、これを覚えていますか。

といっても、大分前ですね、2001年です。弊社で大々的な製品回収をしました。これは、

オーザックというスナックですね。ポテトベースのスナックなのですが、このオーザック

のジャガイモの原料、これは北米から購入していたものなのですが、この中に、カナダや

アメリカでは承認されているものだったのですが、まだ日本では承認されていない遺伝子

組換えの作物が混じっていたといったことになります。我々のほうでは、サプライヤーか

ら証明書、混入していませんといったような証明書は頂いていたのですけれども、結果的

にはコンタミしていたといったところで、突然、厚労省のほうから連絡あって、「お宅の

製品で未承認のものが入っています。ついては、自主回収をしてください」といったこと

がございました。やはり製品としても売上げの大きいものでしたので、非常にインパクト

がございました。 

 次のスライドをお願いします。その当時、改めて認識したのは、これはちょうど検査方

法ができて１か月後ぐらいだったと思うのですが、公定法になって、やはり行政動向をち

ゃんと深く把握しておく必要があるといったこと、これを認識として感じました。それか

ら、やはり海外の情報ですよね。海外では認可されているが日本では認可されてないとい

うことなので、海外の情報をちゃんと広く把握しておく必要があるなということも痛感し

ました。あと、学術とか研究情報も意外と重要だと思っています。そこが起点になって、

例えば新しい危害物質が見つかる。そういったことは、まず学術側から入ることも多いと

思うのです。分析方法が進化していって、それによって見つかってしまうみたいなものも

ある。例えばアクリルアミドなどはその事例だと思うのです。アクリルアミドの分析法が

できて、測ってみたらいろいろなものに入っているぞみたいなことが、海外のほうで騒が

れだしたというのもあったと思うのです。そういった学術情報とかも、意外と、将来的に

見るとリスクになってくるという予兆情報になり得るということも学びました。 

 次のスライドをお願いします。そこを含めて、先ほど言ったような品質リスク情報マネ

ジメント会議というのを、当初はこういう名前ではなくて、ちょっとやり方も違ったので

すが、ちゃんと情報を集めて、分析して、影響を評価する必要があるといったところでの

活動をスタートさせたということになります。 

 次に、実際にどんな情報をサイトに見にいっているかというのを幾つか御紹介できれば

と思います。左側が厚労省のページです。輸入時の検査命令などがどうなっているか、問

題となっている食品ハザード、どんなものが今トレンドとして問題になっているのかとい

うのを把握したり、それから法規制、法規制の適合、どういうのがどう変わるかといった

ところもウォッチしています。 

 次のスライドをお願いします。海外ですと、欧州の早期警告システム、RASFFと呼んで

いるのですが、こういった所のサイトの情報で、ここは登録すると情報が来るようなので、

そういったものを見ながら、これが全部直接的に関係するとは限らないのですけれども、
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そういうのを常にウォッチしながらということです。それから、食品安全委員会の事務を

していただいている海外の食品安全の情報など、こういったもので我々の事業に関係する

ものがないかといったところを見ております。具体的な事例に早めに気付いてということ

です。 

 輸入だけではないので、広く食品に関するリスク情報を集めているという関係で言うと、

例えばアクリルアミドなどもそうだったのですけれども、直近で言うとPFASの問題などで

すね。あと、輸入というところで言うと、ついちょっと前にインドネシア産のクローブに

どうも放射能汚染があるといった事例があって、これに対して、検査レスの規制値以下だ

ったと思いますけど、アメリカの政府が規制を掛けたのです。アメリカの政府が規制を掛

けるとなると、ひょっとすると日本でも何か基準が作られるのではないかみたいなことも

類推しました。そのエリア、原因がよく分からないのですが、何か廃棄物で汚染したので

はないかとか、医療器具の放射能がとか、いろんな話がありましたが、特定のエリアを通

過しているものがどうも、アメリカはそこに規制を掛けたのです。では、そういったもの

が、我々はインドネシアでも事業をしていますので、スパイス類ではないのかというよう

な確認をしたり、そういった形で情報を使うというのはございます。以上になります。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。山本さんのスライドを拝見

したとき、私もこの品質リスク情報マネジメント会議に一番関心を持ったのですよね。今

日いらしている皆さんもそうなのではないでしょうか。 

 確かに、海外情報を受けて、アクションを起こさなくてはいけない。厚労省は当該食品

を実際に輸入している事業者がいたら情報伝達をし、検疫所で検査強化等の対応をすると

先ほど福島さんからご説明を頂きました。事業者としても、自分の会社に直接影響があり

そうだ、すぐアクションを起こさなくてはいけないものに対応するのは当然なのですが、

今お話があったのは、今後リスクが高まっていくかもしれないな、今すぐは問題がないか

もしれないけれども、今後影響があるかもしれないという予測をたてての対策です。これ

は、なかなか言うは易く実際に行うのは難しいなと思いました。今お話を聞いても、幾つ

かヒントがありました。例えば海外のレギュレーションが変わった、公定法ができた、ア

メリカで規制になった。これらは全て「変化点」ですよね。何か変化が起きたときに、自

分に影響がないかなと常に思う姿勢でしょうか。 

 前段のプレゼンで、情報は集めて伝えるだけでは誰にも使ってもらえない、背景や経緯、

要はそれ自体がどういうことを意味するのかまで伝えないと、相手には伝わらないよとい

うのも、非常に重要なメッセージだったと思います。インドネシアのクローブの話があり

ましたが、何か背景や経緯を伝えるという観点で、この会議にはどういう方が参加されて

いるのでしょうか。どういう方がどのように情報の背景や経緯などを解説するのか、もう

ちょっとお話を頂けることはありますか。 
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○ハウス食品グループ（山本氏） 結構、読み解く力、これには経験も要るなと思ってい

て、皆がすぐできるかというと、そうでもないのですね。やはり何かそういうトレーニン

グをしてきた人だから分かる感度とか、そういうのもあるので、経験豊富な方が中で解説

したりとか、そういう形で伝承しながらというのが実際のところです。あとは、やはり過

去のいろいろな経緯を知っているということも大事なので、そういった知識経験が必要か

な。パパっと集めた情報だけだと、やはりなかなか使いにくいのですが、そういうところ

も踏まえている、多少経験も要るし、何かそのセンスも要るのかな。わざわざ集まって、

そこでシェアするというのは、そこで学んでいただくという効果もあるかなと思っている

ので、そういうところは、こだわってやっているところかと思います。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） なるほど。次なる読み込みのプロを育成しつつとい

うことですね。ちなみに、この会議は何年前ぐらいからやっているのですか。 

 

○ハウス食品グループ（山本氏） かなり前からやっていますね。今のようなスタイルに

なったのは後のほうですけど、最初の頃は本当に１人の専門家みたいな人がずっと情報を

集めていると、そういったところからスタートしたので、本当に何十年も、20年前とかと

いうところからやっていると思います。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 20年前というと、かなり前からやっておられるので

すね。 

 

○ハウス食品グループ（山本氏） そうですね。この事件があったのが2001年ということ

なので、その後にこういう形になっていますので。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 分かりました。やはり１人の専門家の目ではなくて、

いろいろな関係者がその背景を読み解き合い、共有する。非常に面白いというか、お手本

にしたい会議だと思います。 

 すみません、皆さんからもお声を聞きたいのですけれども、輸入食品安全性確保につい

て、もう１つ事前質問を頂戴しています。加工食品、冷凍食品の基準と一律基準の考え方、

問題とされる農薬検出のレベルについて詳しく教えてほしいという御質問を頂きました。

ありがとうございます。これは福島さんと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○厚労省（福島） 御質問ありがとうございました。加工食品に対する一律基準のお話だ

と思います。加工食品だからと言って、全て残留農薬、一律基準が適用されるわけであり

ませんので、一部の農薬と加工食品の組合せに対しては、加工食品に対する基準値という

のも設定されています。例えば油脂であったりとか、ジュースであったりとか、そういっ
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たものについて、その食品に特化した基準値が設けられている場合というのもあります。

そうではなくて、そういうものが設定されていない加工食品についてどう考えるかという

ことなのですが、基本は各原材料に遡っていただいて、その原材料の時点できちんと基準

値に合致していれば、それについてはOKですよと、そういった判断をしていますので、輸

入者の方はすごく大変だと思うのですが、できるだけトレースバックして、そういった安

全性を確保していただくという努力をお願いしたいと思っています。 

 これにプラスして、一般の消費者の方が輸入食品で何が心配ですかと普通に御質問する

と、やはり残留農薬の問題とか、食品添加物がすごく気になるわとおっしゃる方が非常に

多いかと思うのですけれども、まず、ちょっと御説明しておきたいのが、残留農薬の基準

値というのは、設定するときに非常に安全サイドに立って、そもそも設定をされておりま

す。各農薬、添加物について、ずっと食べ続けても大丈夫ですよという許容一日摂取量と

いうのを設定していまして、それを超えないように各基準値というのが割り振られていま

す。ですので、皆さん、輸入食品であれ国内食品であれ、残留農薬の基準値を超えていま

したみたいなニュースを見かけられて、心配になるかもしれないのですけれども、仮に基

準値をちょっと超えたものを１回食べてしまったからといって、何か健康に影響が出るの

ではないかという御心配は頂かなくて大丈夫だと思っていただければと思います。 

 仮に、残留農薬がものすごく、例えば何か間違ったとかで、非常に高いレベルで含まれ

ていて、急性参照用量(Acute Reference Dose（ARfD）)、それを食べると、すぐに影響が

出るかもしれないという量が設定される農薬があるのですが、それにすごく近いレベルで

残留農薬が検出されたということがあれば、私どもも輸入者に、すごく一生懸命頑張って

流通の下流のほうまできちんと連絡をして、回収をしっかりやって、消費者の方にもそう

いった注意喚起が届くようにやってくださいと強めの指導をする。そのようなリスクに応

じた濃淡のある監視指導を行っていますので、そういったところも御安心いただければと

思っています。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。今の御説明を伺って、厚労

省さんの対応は全くそのとおりだなと思いました。リスクの程度に合わせて対応に濃淡を

付けておられると思います。 

 この方の御質問で、私が注目したのが、やはりレベルという言葉です。今、福島さんの

お話でも、Acceptable Daily Intake(ADI)と急性参照用量(ARfD)のお話がありました。毎

日これを何キロ、一生涯食べ続けても大丈夫ですよというADIのレベルの話なのか、ARfD

レベルの話であれば、消費者もすぐアクションを起こさなくてはいけない。ですから、違

反というところに注目するだけではなくて、どの程度の違反なのか、ADIレベルなのか、

ARfDレベルで問題なのかを見極めるのも、消費者にとって必要なことかもしれないですね。

ハウスさんも何かこの点でありますか。 
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○ハウス食品グループ（山本氏） ありがとうございます。やはり基準値オーバーという

ところは見ていかなければいけないところなのですけれど、今、説明があったとおり、基

準値というのは非常に安全率が高く設定されている、とはいえ、法律では決まっていると

いうところで、やはり事業会社としてはそこがすごく大変なところではあるかと思います。

ちょっと超えたからといって、それが例えば原料段階で、最終製品になるとそんなに濃く

ないという場合もあるのですけれども、やはり、だから大丈夫とはなかなか言い難いとこ

ろもある、それはお客様の理解という面もあると思うのですが。 

 ただ一方で、やはりこれから考えなくてはいけないと思っているのは、安全なのだけれ

ど廃棄するといったことが、環境面も含めたときに、本当にいいのかといったところは、

これはすぐにというわけではないと思うのですけれども、皆さんと議論していくところか

と思ったりはします。比較してどうのこうのというわけではないのですけれども、安全な

ものを回収している国はなかなかなくて、海外事情を見ると、やはり日本はすごくそこの

感度が高いといえば高いというところもある。そういった事情も踏まえて、将来、環境面

のことも考えていく必要があるかと思ったりします。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） なるほど。そうですね、輸入ではないですけれども、

パッケージの表示に間違いがあって回収しますと言った某お酒メーカーさんに対して、消

資者がそれはもったいないからやめろと言ってやめさせた事例が過去にありましたね。違

反は違反ですが、口の中に入る問題なのか、包材の問題なのかという違いもあると思いま

すし、健康に影響はなくても違反は違反だという考えもあると思います。ただ、食品ロス

対策は大きな課題ですので、いろいろなステークホルダーが一緒に考えていく必要があり

ますね。ありがとうございます。 

 それでは、すいません、ちょっと押しておりまして、皆さんからお声を頂くのはテーマ

３つをまとめて後ほどお伺いしたいと思います。２つ目のテーマにいきたいと思います。

輸出国での衛生確保対策について、対象国及び対象国での査察計画等、可能な範囲で開示

いただけませんかという御質問を頂きました。ありがとうございます。一ノ瀬さんからも、

今回、ノルウェーとメキシコに行ってきたよということで、選定理由をご説明いただいた

のですが、査察計画についても御質問いただいていますので合わせてご回答いただけます

か。 

 

○厚労省（一ノ瀬） その対象国を選ぶ、計画段階で選ぶ段階にあって、私たちは４つぐ

らい考えています。１つが、当該国からの輸入食品の量、あとは輸入頻度です。今回のメ

キシコで言うと、比較的アボカドとしての輸入割合はメキシコが高いというところで、今

回、メキシコを選んでいます。そのほかにも、いわゆる過去の違反事例、検査結果で、例

えばここの国のこの作物、この食べ物は違反の傾向が多いよねという場合は、その国に実

際に査察に行く候補に上がってくることもあります。あとは、日本の基準と異なる法規則、
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制度の運用をやっているような国です。どの国もそうなのですけれども、そういった部分

が問題になって違反になるなどという場合には、その国に実際に行ってみて、管理などを

どうしているのだろうというのを聞くこともあります。あとは、最後、ノルウェーがここ

に当てはまるのですけれども、今回の場合、ノルウェーの場合は、実態に応じた形、実態

のリスクに応じた形で、日本でやっているレギュレーションを変えてほしいという要請が

あって、そういった場合には、実際に見に行って、そういった規制を緩和する、規制を変

えることが可能だろうかというのを見ながら判断することになります。大体この４点で、

今年はどこの国に、来年はどこの国に行きましょうかというのを判断していることになり

ます。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。私も毎年、厚労省さんから

海外査察情報を教えていただくのが楽しみなのですけれども、ちなみに、どのぐらい前か

ら査察先を決めているのですか。来年の査察先はもう決まっているのですか。 

 

○厚労省（一ノ瀬） 実際はそこまで決まってはいません。大体、頭の中に考えてはいま

すけれども、各担当者が考えてはいますけれども、実際にどこに行くかというのは、例え

ばぎりぎりに何かが起きる場合もありますので、起きた場合はそこの国に優先的に行くこ

ともありますので、そういった形で、予算配分などといったものも考えながら、どの国に

行くかを考えています。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） なるほど。この御質問にも計画とありましたが、大

きな問題が急遽起きたら、臨機応変に対応するということですね。ありがとうございます。

ノルウェーにとってお寿司の国日本は大事なお客様なので、査察の要請がありましたとい

うことでした。脂質由来の問題の場合、赤身ではリスクが低いということを確認して、ル

ールを見直したということでした。結構、こういう相手国からの要請というのは、ノルウ

ェー以外にもありますか。 

 

○厚労省（一ノ瀬） 行くか行かないかは別として、ちょくちょくそういった要請はあり

ます。ですので、まずはその大使館の人や相手国の人とやり取りをして、実際にどういう

運用をやっているのかというのを聞いた上で、行くか行かないかの判断になりますし、そ

ういったメールのやり取りで済む場合もあります。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 在京の大使館とも連絡を取り合いながらということ

ですね。ありがとうございます。ハウスさんもいかがでしょう。厚労省が輸出国対策をし

ておられることは、もちろん御承知だと思うのですけれども、ビジネスの中で、何か影響

があったりするでしょうか。一事業者さんですと、なかなか対応が難しいということも、
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国だから対応いただけるという期待も事業者さんにはあると思うのですが。何かそういっ

た観点でコメントはありますか。 

 

○ハウス食品グループ（山本氏） 全然直近の事例ではないのですけれども、ポジティブ

リスト制が導入されるときは、民間同士でもやりましたし、行政同士、国同士でも恐らく

されたと思うのですよね。例えば冷凍野菜で言うと、その当時、中国からの輸入というの

が圧倒的に多くて、民間団体でも凍菜協というのがありましたので、そういった民間同士

の団体、向こうも民間同士でという、そこに行政の方も絡んでいただいて、ポジティブリ

ストの周知ですとか、検査法のとか、そういったアクションをして、それは非常に役に立

ったのではないかと思います。ほうれん草でクロルピリホスでしたか、違反が出て、今後、

これはちょっと大変になるなということで、業界、それから行政も一緒に連携して動いた

と、そういった事例はあったかと思います。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 中国のほうれん草問題は、確か2002年とか、そのぐ

らいですよね。もしかしたら、ここの中で、さすがに生まれていないという方はいらっし

ゃらないですよね、でも、随分昔のことだなと思われるかもしれません。ただ、その違反

に基づく規制はいまだに残っているものは残っていますし、影響が大きかったですよね。

ありがとうございます。 

 それから、もう１つ御質問を頂いていますね。ちょっと読み上げさせていただきます。

仮に国産水準を是とするなら、輸入食品の不安全はどういう違いによって生じてきたか、

類型化をまず明らかにしないとならない。例えば、国別法規制、国によって法規制が違う

こと、長距離の輸送であること、製造設備やインフラ、関与者のメンタリティーというこ

とを挙げていただきました。ありがとうございます。一ノ瀬さんのプレゼンの冒頭でもお

っしゃっていましたが、国内品は身近だけれども、輸入品はどういうふうに作っているの

か、距離的な遠さもあって分かりづらい。そのため不安になるというのは、人間にとって

自然な感情ですよね。だからこそ、今日のような場で、状況を知っていただきたいという

お話がありましたが、そのことにも通じる御質問かと思います。輸入食品が安全ではない、

不安だ、危険だと思うのは、この方が御指摘のように、どういう違いがあるから不安に思

われやすいのか、それらを抽出して対策を打たなければいけないという御指摘だと思いま

す。一ノ瀬さん、いかがですか。類型化ということで、いくつか挙げていただきました。

ほかにこういう面もですとか、それに対してどういう対策が必要かなど、この御質問への

コメントはいかがですか。 

 

○厚労省（一ノ瀬） 挙げていただいている中で一番大きいのは、いわゆる各国の法規制

や制度、あと、食べ方の違いというのが一番違うのではないのかと思います。その上で、

いわゆる輸入のタイミングで検査をやって違反になったということで、ある意味センセー
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ショナルな部分はあるので、その輸入食品に対して、先ほど説明した見えないことによる

不安以上の不安をプラスされているのかとは思います。実際のところでいくと、法規制の

違いというのと、長期輸送のリスクという、そんなに大きいとは私たちは感じてはいませ

んけれども、長期輸送というところぐらいの違いで、日本であろうと、海外であろうと、

存在するリスクというのはそんなに変わらないと思うのですよね。法律に関しても、日本

語で読めるかどうかぐらいの違いで、調べようと思えば、今はどうやってでも調べられま

すから、そういった意味では、輸入食品だからということで特別に不安になっていただく

ことはないのではないかというのも、常日頃思いながら仕事をしています。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。国によってルールが違うと

いうのは、事業者にとって気を付けなくてはいけないポイントなのですけれども、日本に

入れる場合は日本のルールに合わせなくてはいけませんので、たとえ輸出国の規制が日本

と違ったとしても、事業者が日本に輸入できるものは日本のルールに合ったものだけです

よと、だから、その意味では国産品と変わらないですということですね。製造設備やイン

フラに関しても、安全性確保のために必要なところはルールがあるので、そこも実は合わ

せているのですよということですね。ありがとうございます。 

 ご質問者は消費者の立場から御指摘をされたのですが、むしろ国によってルールが違う

というのは事業者にとっての悩みかとも思います。例えば、皆さんも御承知のことですが、

中国や台湾ではサイクラミン酸がOKですけれども、日本では駄目ですよね。そういうルー

ルの違いが、輸出国の事業者はそれが当たり前ですので、サイクラミン酸ぐらい国による

ルールの違いが有名になってくれば、輸入者側でも、大丈夫なのですかと確認できますけ

れども、落とし穴になりやすいポイントだと思います。山本さん、いかがですか。こうい

う情報があるといいなですとか、こういうところを気を付けているのだとか、輸出国の事

業者にとっては当たり前で、輸入者側が気が付きにくい落とし穴への対策という観点で、

何かコメントはありますか。 

 

○ハウス食品グループ（山本氏） 今、お話があったとおり、レギュレーション、海外の

情報も規制も分かりますので、そういう面では、日本とどう違うかを把握した上で日本に

合わせるしかありません。そのためには、よくこの国が危ないというような見方をされる

方もいらっしゃいますが、今言ったように、そういうことはありません。むしろ、日本の

基準をちゃんと御理解いただいて、パートナーがサプライヤーと付き合うほうが大事かと

思っています。やはり、そこができない所と組むとできませんという話になってしまうの

で、そこが大事かと思います。国だからリスクが高いとか、そういうものではないと思い

ます。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） そうですね。その辺りの話は、この後にも関わって
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くると思います。３つ目のテーマ、事業者さんの取組というところで、その次の御質問を

開けていただけますか。これも代読させていただきます。少し長いのでお付き合いくださ

い。 

 平成30年の食品衛生法の改正以降、輸入食品の違反件数については、減少する傾向は見

られておりません。輸入者への指導については、各検疫所で講習会を実施していますが、

参加者は輸入者のごく一部に限られています。今後、輸入違反を減少させていくためには、

輸入者教育が必要と感じます。そのためには、動画資料や支援ツール(輸入者用の手引書)

が必要だと考えますが、厚生労働省として具体的な対策をお考えであればお聞かせくださ

い。また、現在、改正食品衛生法施行５年後の見直しが行われていますが、「輸入加工食

品の自主管理に関する指針(ガイドライン)」の最終改正は令和３年３月でしたけれども、

これの見直しについては検討されているのでしょうか。このような御質問を頂きました。 

 御質問の中の輸入者教育について、どのようなものが必要だとお考えなのか、非常に関

心がありましたので、実は御質問者様には私から連絡して、是非今日この場でお話くださ

いとお願いして、御快諾頂いています。村田さん、お待たせいたしました。輸入者教育と

して具体的にどういうものが欲しいのか、また、ガイドラインの見直しについて、どうい

うところを見直してほしいのか、お話いただけますか。 

 

○株式会社ニッスイ（村田氏） 株式会社ニッスイ品質保証部の村田です。前段と後段、

質問としてはかぶるのですが、事業者への教育についてです。法改正によって一般の飲食

店などはHACCPの義務化がなされたところですが、輸入事業者についてはHACCPは義務化さ

れておらず、必要に応じて衛生管理計画を作る形になっているかと思います。また、保健

所への届出などが不要の業種で、法改正の中であまり変わっていないのが実情かと思いま

す。その中で、今後、違反の件数を減少させていく中では、今までと同じやり方をしてい

てもなかなか減らないと思います。 

 ここにも書いていますが、事業者の教育ということで、事業者の従業員の教育に使える

ようなツール、具体的には違反事例を出していただく。厚生労働省さんのホームページに

随時載せておりますが、その内容を見ても原因は空欄になっていて、だんだん更新されて

いくのですが、原因だけを見ても分からないというものもありますので、そういう違反情

報の原因、それに対する対策のようなものをもう少し詳しく開示いただき、資料として出

していただくことも必要かと。 

 また、検査の結果についても年間で取りまとめて公表していただいておりますが、あま

り詳しい情報がございません。そういう内容も、FDA並みとは言いませんが、開示いただ

けると、事業者自身も意識を高めて、違反が起きないように、事前の対策ができるのかと

考えております。 

 あと、検疫所の講習についても非常に有用かと思いますので、資料は載せていただいて

いるケースもありますが、動画の配信などをしていただいて、特に講習に来ないような事
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業者にも広く見ていただく施策も必要かと個人的に感じましたので、質問させていただき

ました。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。特に違反事例とその対策に

ついて、また、検疫所の講習会等に参加しない人にも分かりやすいように、文字ベースの

資料だけでなく、できれば動画が必要ということでした。 

 厚労省のホームページには違反事例がエクセルで掲載されています。村田様からFDAつ

いてお話がありましたので、FDAの取組み内容の紹介も含めて、福島さん、お願いできま

すか。 

 

○厚労省（福島） 御質問ありがとうございました。盛りだくさんでしたので、全部に答

えられるか分かりませんが、まず、輸入食品の違反の件数と率です。率については、ここ

のところずっと0.03％くらいで、輸入者の皆様の御努力で非常に低く抑えていただいてお

ります。これをいかにこれからも更に減らすかという御質問かと思います。 

 先ほど、村田さんに御紹介いただいたように、私どもは、輸入者様に「輸入加工食品の

自主管理に関する指針」を提供させていただいております。要するに、輸出国のサプライ

ヤー任せにするのではなく、そちらで食品を製造する上でどういうふうに衛生管理をされ

ているのか、輸入者さんもきちんと関わって確認してくださいというガイドラインになっ

ております。多分、こちらをもっと充実させたほうがよいという御意見だったのではない

かと思います。 

 役所が作る文書でどこまで画一的にやったほうがいいのか悪いのかという議論もあるか

と思いますが、個々の違反事例については、輸入者さんに改善報告等を出していただき、

検疫所でも指導しております。そういう代表的なものについては、先ほど御紹介がありま

したように、検疫所で輸入者さんに対する説明会等で利用させていただいているところで

す。来ない人にもきちんと教育が行き渡るようにということだと思います。個々の事例に

ついては、各輸入者さんのノウハウや企業秘密に関する部分もあるかと思いますので、そ

のまま公表することはなかなかできないのですが、私どもで代表的なものをまとめて、そ

ういう教育資料のようなものを作れないかということは、今後、検討の課題にしたいと考

えています。どうもありがとうございます。 

 それから、御紹介いただいたFDAで残留農薬等の検出状況等について公表されていて、

輸入者でもそういうものを参考にしていただいているかと思います。厚生労働省でも、国

内品、輸入品の残留農薬の検出結果等を取りまとめて、内容としてはFDAと同じようなも

のを公表しているつもりなのですが、皆さんに分かりやすい形では公表できていないので、

今後、そういうところも工夫していきたいと考えております。大変示唆に富む御意見、あ

りがとうございました。 
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○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。今後の教育ツールに期待し

ております。それから、FDAのデータは、御承知の方も多いかもしれませんが、もしご存

知でない方がおられましたら是非、後でもお出でいただければ御案内を差し上げます。あ

りがとうございます。 

 違反事例とその対策についての輸入者教育が必要だと思うところですが、実際に違反し

た事業者に指導を行っていらっしゃる検疫所さんにもお話を頂きたいと思います。最後の

質問を表示していただけますか。代読いたします。製造元の情報を基に、輸入可能性の調

査を進めると、予期せぬ添加物が検出されることがあるが、製造元でもその添加物を把握

していない。このようなリスクはよくあることなのでしょうかという御質問を頂きました。 

 この御質問をしてくださった方、私はこの方には直接伺っておりませんが、今日おられ

ますか。どういう状況なのかを補足していただければありがたいです。というのも、予期

せぬ添加物ということで、輸入者がそんな添加物を使っているとは輸出者からまったく聞

いていないのに、モニタリング検査で引っ掛かってしまったということは起きないことも

ないです。ただ、御質問のケースは、「輸入可能性の調査を進めると」ということで、ま

だ輸入していないのですが予期せぬ添加物が検出されたということです。検査はあらかじ

め想定した物質について行うものなので、どういう状況なのかなと思いました。もし会場

におられましたら補足をお願いします。 

 

○参加者A これについては、こういう商品が海外で作られているから、そういうものを

輸入したいということで、書面上や企画書で調査を進めるのですが、一応、可能性があり

そうな添加物が隠れていないかということで、サンプルを引っ張って国内で分析を掛ける

と、添加物が出てきたと。そこの書面にも書かれていないと。製造元に聞いても、そんな

添加物はと。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） なるほど、輸出者からの書面にはないが、輸入者側

で可能性がありそうな添加物について検査したということですね、納得しました。輸出者

が把握していないというのは、輸出者にとってもほかの事業者から買っているからかもし

れませんね。 

 

○参加者A ただ、１回あったのが、安息香酸などはその国では特に問題視していないよ

うな添加物なのですが、それが少し出てきたと。そういうことがあったので、こういうこ

とはあるのかと。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございました。非常に示唆に富む御質問

でした。輸出者との情報共有が大事なことは言うまでもありませんが、その輸出者も知ら

ない場合がある。先ほど、法規制の違いについて話がありましたが、その国にとっては問
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題がないので、まさか問題になるとは思わなかった、そういうことは多々あると思います。

それでは、検疫所からお話を頂きたいと思います。後藤さん、お願いできますか。 

 

○横浜検疫所（後藤氏） 横浜検疫所の後藤と申します。よろしくお願いします。今、御

質問いただいた予期せぬ添加物が入っているということで、考えられる事例としては、今

おっしゃっていただいたように、原材料に入っている場合があるのではないかと思います。

それは、安息香酸に限らず、その国では使える添加物だけれども、日本では指定外添加物

になってしまうようなものもあるかと思います。なので、製造所では把握していない、又

は、所有していない添加物が、実際に輸入したときに検出されてしまうということは事例

としてあるのではないかと思っています。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。予期せぬ添加物が検出され

ることは、事業者さんも当惑してしまうと思います。村田さんからの御質問にありました

社内教育でも、こういう事例は把握して対応しないといけないと思います。社内教育で展

開してほしい、こういうところは気を付けてください、というような、今日、この場にい

らっしゃるのはキーマンの方々ですので、社内教育で伝えてほしいことがありましたら是

非お願いいたします。 

 

○横浜検疫所（後藤氏） 社内教育に役立つかどうか分かりませんが、原材料の原材料ま

できちんとトレースしていくことを、メーカー側もきちんと認識していただくよう、働き

掛けていただきたいと思いますので、輸入者側からメーカー側にきちんと求めていただき

たい。使用基準があるものについては、その国の基準と日本の基準、あと、使ってよい量、

使える対象食品が国によってそれぞれ違うかと思いますので、そういうところをしっかり

確認する。あと、現地側に確認することとしては、その国で使える添加物が日本向けの製

品として輸出されないように、製造ラインの洗浄などです。それから、きちんとルール化

されているかです。添加物の扱いについて計量の手順があるかなど、HACCPでいう手順書

のようなものがあるか、記録はあるのか、こういうことをきちんと確認してから輸入され

たほうがよいかと思っています。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。是非、事業者の皆さんは、

社内で展開をお願いしたいと思います。 

 本当に時間はあっという間なのですが、何か御質問がある方はいらっしゃいますか。お

願いします。 

 

○坂本氏 今日は消費者として参加しています坂本といいます。今日の福島様の説明の中

で、モニタリング検査の中身の説明があったり、資料の16ページに、国としての行政検査
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などはどのような概念でやっているかという図がありました。縦軸は違反の件数となって

いますが、ここはどうしても納得がいかない感じを受けました。というのは、輸入食品に

限ったことではないのですが、死亡事故を引き起こしたり、重篤な後遺症を残すようなこ

とを避けるのが、やはり限られた予算の中で行政がやるべきことではないかという印象を

受けます。 

 過去の日本の食品の違反例を見ると、メラミン、ジエチレングリコール、メタミドホス

など、そういうフードテロ的なことは除外しておいて、今、何が一番危険かを考えると、

過去の事例を踏まえると、例えば、貝毒、表示と違うアレルゲンの混入、細菌、食中毒系

のものだと思います。そういうものに、なぜもっと優先的なシフトがされていないのかと

いう疑問を少し感じました。 

 あと、少し補足的に。輸入食品と言うと、どうしても成分や残留農薬にいってしまうの

ですが、形状やテクスチャーなどは、日本では例えばこんにゃくゼリーで問題になったこ

とがあります。あと、リテール向けの製品だと飲料、口部のキャップの形状などが問題を

引き起こしたりなどということもあると思うので、そういう検査のようなものも必要にな

るのではないかと思います。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 坂本様、申し訳ありません。そろそろ、お時間があ

れですので。ありがとうございます。貝毒、アレルギーの問題など、本当に命に関わるよ

うな、症状に出るようなものに重きを置くべきではないかという御指摘ですね。ありがと

うございます。 

 

○坂本氏 もう一点だけ補足です。胃がん事例は、過去、何十年ずっとあり、私もよく見

ています。是非、ビッグデータとしてお持ちになり、AIを活用してやれるように、そのく

らいはお金を使ってもよいかと思います。以上です。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。それは、先ほどのニッスイ

さんの御指摘にもつながりそうですね。では、福島さん、また盛り盛りですが。 

 

○厚労省（福島） ありがとうございます。輸入食品の違反情報はExcelファイルで提供

しています。今、AIも結構賢くなっているので、ファイルを読ませたらいろいろなことを

解析してくれますので、私どもも工夫、検討したいと思いますが、御活用いただければと

思います。 

 違反の件数だけでというのはおかしいのではないかという御指摘だったかと思いますが、

当然、私どもは健康被害のリスクも念頭に入れております。今日は詳しく言いませんでし

たが、残留農薬や食品添加物以外に、微生物の例えば腸管出血性大腸菌のO157が検出され

たものについては、モニタリング検査からすぐに検査命令の対象に上げるなど、リスクに
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応じた対応の違いというのもきちんと取っております。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） リスクの程度と、キャップ、形状というお話もあり

ました。 

 

○厚労省（福島） キャップの場合は、異物混入などでよく回収になっている事例がある

かと思います。おっしゃるとおり、ガラスの瓶などが欠けて中に入っていたとしたら、当

然、それはすぐに健康被害につながるものですので、そういうものも重視して、すぐ回収

の指導を行っております。 

 あと、先ほどアレルギーのことをおっしゃったのですが、先ほど私のプレゼンの中でも

申し上げたのですけれども、アレルギー表示は、輸入の段階では私どもの規制の対象では

ありません。当然、アレルギーに関する表示は、国内で日本向けに表示するときに守って

いただかなければいけない基準ですので、そこは分けて考えていただきたいです。ただ、

海外でアレルギー表示の重要なものが欠如してリコールされており、私どもがその情報を

キャッチしたときには、国内でも対応をきちんと取っていただけるように、関係者に情報

共有するという対応を取らせていただいているところです。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。先ほども出していただいた

違反事例のエクセル、実は日本は生データを出していると言えます。確かに、表に書いて

ある内容は要約なのでもっと詳しく知りたいということはあると思いますが、それでもか

なりのデータが公表されていますので、皆様の関心に沿って分析することで得られる知見

も多いかと思います。 

 本当に時間があっという間ですが、皆様、意見交換会の進行に御協力をいただきありが

とうございました。非常に幅広いテーマを扱い、また、会場の皆様からもたくさんお声を

頂いて、非常に充実した時間だったと思います。今日、御紹介がありました輸入食品監視

指導計画は、今、パブリックコメントを実施中です。２月18日までとなっていますので、

今日、質問をしそびれてしまったということでも結構ですし、御意見をいただければと思

います。 

 それでは、３分ほど超過してしまいましたが、司会の方にマイクをお戻ししたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 

○司会（森） 皆様、活発な御議論をありがとうございました。本日いただきました御質

問、御意見などを今後の業務の参考とさせていただき、更なる輸入食品の安全性確保対策

に取り組んでまいりたいと思います。 

 厚生労働省では、先ほど蒲生様から御紹介いただいたとおり、本日、御紹介した令和８

年度輸入食品監視指導計画(案)について、パブリックコメントを募集しております。２月
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18日までを期日として、パブリックコメントは、電子政府総合窓口「e-Gov」にて御意見

を提出していただく方法、電子メールでの御提出、書面を郵送する方法の３つの方法で受

け付けております。 

 また、繰り返しになりますが、今後の参考にさせていただきたく存じますので、是非、

アンケートに御協力をお願いいたします。この後、スクリーンに投影するQR、もしくは、

議事次第に記載しているQRより、アンケートフォームにアクセスしていただき、アンケー

トに御回答ください。QRが読み取れない方、または、紙での御提出を御希望の方は、会場

スタッフにお声掛けください。紙で御提出される方は、お帰りの際に出口でお渡しいただ

くか、お近くのスタッフにお渡しください。 

 それでは、これをもちまして、本日の意見交換会を終了いたします。本日は、長時間に

わたりありがとうございました。どなた様も、お忘れ物なきようにお帰りくださいませ。 


